
第 ３ 回  糸 島 １ 市 ２ 町 合 併 協 議 会 

 

平成 20 年 2 月 21 日（木）13：30～ 

解放センター前原市隣保館大集会室 

 

１ 開 会 

 

２ 会長あいさつ 

 

３ 会議録署名委員の指名 

    （          ）（          ）（          ） 

 

４ 協議事項 

（１）協定項目の調整について（第２回合併協議会資料） 

①協議第 ７号 協定項目１０「一部事務組合の取扱い」について・・・（資料２P） 

②協議第 ８号 協定項目２０「慣行の取扱い」についてについて・・（資料１３P） 

③協議第 ９号 協定項目２２「条例・規則の取扱い」について・・・（資料１５P） 

④協議第１０号 協定項目２６「友好交流の取扱い」について・・・・（資料１７P） 

 

（２）提案事項（第３回合併協議会資料） 

①協議第１１号 協定項目 ３「新市の名称」について・・・・・・・・・（資料１P） 

 

②協議第１２号 協定項目 ５「財産及び公の施設の取扱い」について・・（資料２P） 

 

③協議第１３号 協定項目１２「地方税の取扱い」について・・・・・・（資料１１P） 

 

④協議第１４号 協定項目１６「介護保険事業の取扱い」について・・・（資料１４P） 

 

⑤協議第１５号 協定項目１７「公共的団体等の取扱い」について・・・（資料２０P） 

 

⑥協議第１６号 協定項目１９「町・字名の取扱い」について・・・・・（資料３３P） 

 

⑦協議第１７号 協定項目２３「都市計画の取扱い」について・・・・・（資料３５P） 

 

⑧協議第１８号 協定項目２４「給食の取扱い」について・・・・・・・（資料４３P） 

 

 

 



５ その他 

（１）第２回糸島１市２町合併協議会の会議録について 

 

（２）糸島１市２町合併協議会ホームページの開設について 

 

（３）平成２０年度糸島１市２町合併協議会の開催日程（予定）について 

・第５回 平成２０年４月１０日（木）１３：３０～ 

・第６回 平成２０年４月２３日（水） ９：３０～ 

・第７回 平成２０年５月 ９日（金）１３：３０～ 

・第８回 平成２０年５月１９日（月）１３：３０～ 

・第９回 平成２０年５月３０日（金）１３：３０～ 

 

６ 次回日程について 

日 時：平成２０年３月２８日（金）１３：３０～ 

場 所：解放センター前原市隣保館大集会室 

 

７ 閉 会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

第３回 糸島１市２町合併協議会 資料 

 

 

 

 

 

（平成20年 2月 21日開催） 

 

 

 

 

 

 

 

糸島１市２町合併協議会 



協議第１１号 
 
 

協定項目３「新市の名称」について 
 
 
 このことについて、次のとおり提出する。 
 

 新市の名称は、糸島市とする。 

 
  平成２０年２月２１日 
                      糸島１市２町合併協議会 
                      会長  松 本 嶺 男 
 



協議第１２号 
 
 

協定項目５「財産及び公の施設の取扱い」について 
 
 
 このことについて、次のとおり提出する。 
 

１市２町の所有する財産､公の施設及び債務は、すべて新市に引き継ぐ。 

 
  平成２０年２月２１日 
 
                      糸島１市２町合併協議会 
                      会長  松 本 嶺 男 
 



・建物合計      ２６２，３０３㎡

・山林合計１２，８８５，４９２㎡

・立木の推定蓄積量合計

　　　　　　    ３３６，０４４㎥

【物品】（Ｈ19.3.31現在）

・乗用車合計  １０２台

・消防自動車合計１７台

総務課　　古川　光規

　　山林　　　　　６，８６６，２４０㎡

　　原野　　　　　　　　　　　４３８㎡

　　宅地　　　　　　　　１２，９１４㎡

　　田　　　　　　　　　　　　　　０㎡

　　学校　　　　　　　１００，９９６㎡

　　公営住宅　　　　　　１１，７０９㎡

　　公園　　　　　　　３８８，５９３㎡

　　その他の施設　　　　４６，０９６㎡

・土地　　　　　７，６０７，４７７㎡

　　本庁舎　　　　　　　　８，５２３㎡

糸　島　１　市　２　町　課　題　調　整　案
行財政
（管財）

１市２町の所有する財産、公の施設及び債務は、すべて新市に引き継ぐ。

財産及び公の施設の取扱い（財産・物品）
専門部会
（分科会）

二　丈　町 志　摩　町

総務課 　　吉田　秀利

前　　　原　　　市　　　の　　　現　　　状 二　　　丈　　　町　　　の　　　現　　　状 志　　　摩　　　町　　　の　　　現　　　状 調整の具体的内容
【財産】

公有財産（Ｈ19.3.31現在）一般会計

調整内容

協定項目

第　5　号

前　原　市

財政課　　波多江　邦彦

分科会長・担当者

志摩町　古川光規

・建物　　　　　　　　４３，７７４㎡

　　本庁舎　　　　　　　　５，１６５㎡

　　学校　　　　　　　　２６，２３４㎡

　　公営住宅　　　　　　　３，２２９㎡

　　畑　　　　　　　　　　　　　　０㎡

　　墓地　　　　　　　　１６，７２１㎡

　　その他　　　　　　１５５，２４７㎡

　　所有　　　　　３，１４１，５８８㎡

　　分収　　　　　３，７２４，６５２㎡

・立木の推定蓄積量　２１９，９６４㎥

　　公園　　　　　　　　　　　６８３㎡

　　その他の施設　　　　　８，４６３㎡

・山林　　　　　６，８６６，２４０㎡

・消防自動車　　　　　　　　　　　４台

　　所有　　　　　　　１０３，６４２㎥

　　分収　　　　　　　１１６，３２２㎥

・乗用車　　　　　　　　　　　　２１台

【物品】（Ｈ19.3.31現在）

　　学校　　　　　　　　３１６，８０１㎡

　　公営住宅　　　　　　　３６，７７８㎡

　　公園　　　　　　　　２００，１０２㎡

　　その他の施設　　１，１９２，６８４㎡

【財産】

公有財産（Ｈ19.3.31現在）一般会計

・土地　　　    　７，７３７，４８５㎡

　　本庁舎　　　　　　　　１２，７２５㎡

　　畑　　　　　　　　　　　　　　　０㎡

　　墓地　　　　　　　　　　　　　　０㎡　　　　　　

　　その他　　　　　　　　２７，１７６㎡

　　消防施設　　　　　　　１０，９７７㎡

　　山林　　　　　　５，９３１，９２６㎡

　　原野　　　　　　　　　　１，６４７㎡

　　宅地　　　　　　　　　　６，６６９㎡

　　田　　　　　　　　　　　　　　　０㎡

　　その他の施設　　　　　４８，６３４㎡

　　消防施設　　　　　　　　　　９４４㎡

・山林　　　　    ５，９３１，９２６㎡

・建物　　　　　　    １６５，９６６㎡

　　本庁舎　　　　　　　　　８，８２７㎡

　　学校　　　　　　　　　９０，６９１㎡

　　公営住宅　　　　　　　１６，３８５㎡

　　公園　　　　　　　　６９，８４３㎡

　　その他の施設　　　　６５，７８３㎡

　　所有　　　　　　　　１１６，０８０㎥

　　分収　　　　　　　　　　　　　　０㎥

【物品】（Ｈ19.3.31現在）

・乗用車（トラック、軽貨物含む）６２台

・消防自動車　　　　　　　　　　　７台

　　所有　　　　　　５，９３１，９２６㎡

【財産】

公有財産（Ｈ19.3.31現在）一般会計

・土地　　　　　１，４２８，３０３㎡

　　本庁舎　　　　　　　１２，６３３㎡

　　学校　　　　　　　１７２，８６９㎡

　　公営住宅　　　　　　１２，６３３㎡

　　山林　　　　　　　　８７，３２６㎡

　　原野　　　　　　　　　　　　　０㎡

　　宅地　　　　　　　　２０，４２１㎡

　　田畑　　　　　　　　　　　　８１㎡

　　分収　　　　　　　　　　　　　　０㎡

・立木の推定蓄積量    １１６，０８０㎥

　　公園　　　　　　　　　　　　４８５㎡

・建物　　　　　　　　５２，５６３㎡

　　本庁舎　　　　　　　　４，３７７㎡

　　学校　　　　　　　　２９，３４３㎡

　　公営住宅　　　　　　　４，４１１㎡

　　墓地　　　　　　　　　　　　　０㎡

　　その他　　　　　　９８６，７１４㎡

　　所有　　　　　　　　８７，３２６㎡

・乗用車　　　　　　　　　　　　１９台

　　分収　　　　　　　　　　　　　０㎡

・立木の推定蓄積量　　　　　　　０㎥

　　所有　　　　　　　　　　　　　０㎥

　　分収　　　　　　　　　　　　　０㎥

【物品】（Ｈ19.3.31現在）

【財産】
公有財産（Ｈ19.3.31現在）一般会計
・土地合計１６，７７３，２６５㎡

すべて、新市に引き継ぐ。

・消防自動車　　　　　　　　　　　６台

　　公園　　　　　　　　　　　　　０㎡

　　その他の施設　　　　１４，４３２㎡

・山林　　　　　　　　８７，３２６㎡

　　　　　　　



総務課　　古川　光規

糸　島　１　市　２　町　課　題　調　整　案
行財政
（管財）

１市２町の所有する財産、公の施設及び債務は、すべて新市に引き継ぐ。

財産及び公の施設の取扱い（財産・物品）
専門部会
（分科会）

二　丈　町 志　摩　町

総務課 　　吉田　秀利

前　　　原　　　市　　　の　　　現　　　状 二　　　丈　　　町　　　の　　　現　　　状 志　　　摩　　　町　　　の　　　現　　　状 調整の具体的内容

調整内容

協定項目

第　5　号

前　原　市

財政課　　波多江　邦彦

分科会長・担当者

志摩町　古川光規

・建物合計　２，０３１．５３㎡

・物品合計

　軽自動車

【公共下水道事業】（Ｈ19.3.31現在）

・土地合計　　　６９，９４９㎡

　　マンホールポンプ場　　　　　　　　　１１㎡

　　進入道路　　　　　　　　　　　１，５６９㎡

・建物　　　　　　　　　　　　　　　９３㎡ ・建物合計　　　　４，７３９㎡

　　処理場　　　　　　　　　　　　　　　９３㎡

【漁業集落排水事業】（Ｈ19.3.31現在） 【農業集落排水等事業】(Ｈ19.3.31現在）

・土地　　　　　　　　　　　　　　３６７㎡ ・土地合計　　　　４，１１４㎡

　　処理場　　　　　　　　　　　　　　３６７㎡ ・建物合計　　　　　　３０３㎡

・建物　　　　　　　　　　　　　　１２６㎡

　　処理場　　　　　　　　　　　　　　１２６㎡ 【漁業集落排水事業】（Ｈ19.3.31現在）

・土地合計　　　　　　３６７㎡

【渡船事業】（Ｈ19.3.31現在） ・建物合計　　　　　　１２６㎡

・建物　　　　　　　　　　　　　　　６８㎡

　　その他の施設　　　　　　　　　　　　６８㎡ 【渡船事業】（Ｈ19.3.31現在）

・物品 ・建物合計

　  船舶　（30.00トン）　　　　　　　　　　 １隻 　その他の施設　　　　　６８㎡

　  浮桟橋（5m×20m×1.4m）（5m×20m×1.6m）２台 ・物品合計

  船舶 （30.00トン）　 １隻

（5m×20m×1.4m）　
（5m×20m×1.6m）

  浮桟橋 ２台

・土地　　　　　　　　４，１１４㎡

　　処理場　　　　　　　　３，８４３㎡

　　管路用地　　　　　　　　　２７１㎡

　　処理場　　　　　　　　　　３０３㎡

【上水道事業】（Ｈ19.3.31現在） 【上水道事業】（Ｈ19.3.31現在） 【上水道事業】（Ｈ19.3.31現在）【上水道事業】（Ｈ19.3.31現在）

　　ダム　　　　　　　　　２１．８２㎡

・土地　　　　　　　　８，３３１㎡ ・土地　　　　　　　　　９，２５６．００㎡ ・土地合計５５，９６５．９７㎡

・建物　　　　　１，７４０．４５㎡

・土地　　　　３８，３７８．９７㎡

　　ダム　　　　　１０，８２１．２８㎡

　　浄水場　　　　　４，１０７．０１㎡

　　水源場　　　　　９，３４２．４３㎡

　１台

　　水源地　　　　　　　　　　１０７㎡

　　浄水場　　　　　１，２８０．６３㎡

　　浄水場　　　　　　　　　　７８４㎡ 　　浄水場　　　　　　　　　１，２４１．００㎡

　　水源場　　　　　　　２８２．００㎡

　　水源地　　　　　　　　２，７５２㎡ 　　水源場　　　　　　　　　１，３２９．５１㎡

　　浄水場　　　　　　　　　　　　９８．２０㎡

　　配水池　　　　　　　　　　　１８㎡ 　　配水施設　　　　　　　　　　　　８．８８㎡

　　配水池　　　　　　　　４，７９５㎡ 　　送水施設　　　　　　　　　　１５６．００㎡

　　送水施設　　　　　　１８２．７６㎡ ・建物　　　　　　　　　　１８４㎡ 　　配水施設　　　　　　　　６，５２９．４９㎡

　　配水施設　　　１３，９２５．４９㎡ 　　浄水場　　　　　　　　　　　５９㎡ ・建物　　　　　　　　　　　１０７．０８㎡

　　軽自動車　　　　　　　　　　　１台

　　配水施設　　　　　　１５６．００㎡

・物品

・土地　　　　　　　　　　　　７，７６３㎡

　　処理場　　　　　　　６０，０２０㎡ 　　処理場　　　　　　　　　　　　６，１８３㎡

【公共下水道事業】（Ｈ19.3.31現在） 【公共下水道事業】（Ｈ19.3.31現在）

　　ポンプ場　　　　　　　１，８８０㎡

　　管路用地　　　　　　　　　２８６㎡

・土地　　　　　　　６２，１８６㎡

【農業集落排水等事業】（Ｈ19.3.31現在）

・建物　　　　　　　　４，６４６㎡

　　処理場　　　　　　　　４，６４６㎡

・建物　　　　　　　　　　３０３㎡



総務課　　古川　光規

糸　島　１　市　２　町　課　題　調　整　案
専門部会
（分科会）

前　原　市 二　丈　町 志　摩　町分科会長・担当者

前原市　波多江邦彦　

有価証券　平成１８年度末現在高
　
出資による権利
　①　福岡県漁業信用基金協会　　　　　４，７５０千円
  ②　福岡県農業信用基金協会　　　　　１，１２０千円
　③　(社)ふくおか園芸農業振興協会　　　　　１０千円
  ④　福岡県信用保証協会　　　　　　　　　５６１千円
  ⑤　(財)福岡県栽培漁業公社　　　　　６，０００千円
　⑥　(社)福岡県畜産協会　　　　　　　　　２９０千円
　⑦　福岡地区水道企業団　　　　　５１０，５７０千円
　⑧　災害共済基金組合　　　　　　１４０，１２１千円
　⑨　(財)九州大学学術研究都市推進機構７，０００千円
　⑩　(株)志摩海洋センター　　　　　１０，２００千円
　計　　　　　　　　　　　　　　　６８０，６２２千円

預託金
　①　志摩町商工協同組合　　　　　　２０，０００千円

貸付金
　①　住宅新築資金等貸付金　　　　　　９，６６６千円
　②　地域総合整備資金　　　　　　　３７，０４９千円
　計　　　　　　　　　　　　　　　　４６，７１５千円

行財政
（財政）

１市２町の所有する財産、公の施設及び債務は、すべて新市に引き継ぐ。

すべて、新市に引き継ぐ。

出資による権利合計　２，３５７，７６７千円

預託金合計　　　　　　　　 ２４０，０００千円

貸付金合計　　　　　　　　 ８１６，２４５千円

前　　　原　　　市　　　の　　　現　　　状 二　　　丈　　　町　　　の　　　現　　　状 志　　　摩　　　町　　　の　　　現　　　状 調整の具体的内容

財政課　　波多江 邦彦 総務課　　吉田　秀利

調整内容

協定項目

第　5　号
財産及び公の施設の取扱い（有価証券）

有価証券　平成１８年度末現在高

出資による権利
　①　福岡県漁業信用基金協会　　　　　１，０５０千円
　②　福岡県農業信用基金協会　　　　　１，８１０千円
　③　(社)ふくおか園芸農業振興協会　　　　　１０千円
　④　福岡県信用保証協会　　　　　　　２，１７０千円
　⑤　(財)福岡県栽培漁業公社　　　　　２，０００千円
　⑥　(社)福岡県畜産協会　　　　　　　　　２２０千円
　⑦　福岡地区水道企業団　　　１，０４５，１９９千円
　⑧　災害共済基金組合　　　　　　１２９，６５４千円
　⑨　(財)九州大学学術研究都市推進機構７，０００千円
　⑩　福岡広域森林組合　　　　　　　　５，８５０千円
　⑪　前原市土地開発公社　　　　　　　３，０００千円
　⑫　前原市管理公社　　　　　　　　１５，０００千円
　計　　　　　　　　　　　　　１，２１２，９６３千円

預託金（商工水産課担当）
　①　労働者融資預託金(九州労金）　 ２５，０００千円
　②　漁業振興融資預託金(漁協組合)  ２５，０００千円
　③　中小企業融資預託金(信用組合)１７０，０００千円
　計　　　　　　　　　　　　　　　２２０，０００千円

貸付金
　①　住宅新築資金等貸付金　　　　４６３，４１４千円
　②　地域総合整備資金貸付金　　　　２９，６４１千円
　③　九州旅客鉄道筑肥線複線化等事業貸付金
　　　　　　　　　　　　　　　　　２５２，０４７千円
　計　　　　　　　　　　　　　　　７４５，１０２千円

有価証券　平成１８年度末現在高
　
出資による権利
　①　福岡県漁業信用基金協会　　　　　２，３００千円
　②　福岡県農業信用基金協会　　　　 　   ８９０千円
　③　(社)ふくおか園芸農業振興協会          １０千円
　④　福岡県信用保証協会　　　　　　　　　２５０千円
　⑤　(財)福岡県栽培漁業公社　　　　　４，０００千円
　⑥　(社)福岡県畜産協会　　　　　　　　　２６０千円
　⑦　福岡地区水道企業団　　　　　３２７，８０３千円
　⑧　災害共済基金組合　　　　　　１０５，８００千円
　⑨　(財)九州大学学術研究都市推進機構２，０００千円
  ⑩　福岡広域森林組合　　　　　　　　　　８６９千円
　⑪  (株)リフレシュ二丈            ２０，０００千円
　計　　　　　　　　　　　　　　　４６４，１８２千円
 

預託金
　①　二丈町商工会　　　　　　　　　          ０千円
  　  (H18年度中10,000千円貸付、H18年度末全額返還）

貸付金
　①　住宅新築資金等貸付金　　　　　２４，４２８千円
　



二　丈　町 志　摩　町分科会長・担当者

前原市　波多江邦彦　

　すべて、新市に引き継ぐ。
　ただし、二丈町の奨学基金について
は、新市では新規募集は行わない。

前　　　原　　　市　　　の　　　現　　　状 二　　　丈　　　町　　　の　　　現　　　状 志　　　摩　　　町　　　の　　　現　　　状 調整の具体的内容

総務課　　古川　光規

１市２町の所有する財産、公の施設及び債務は、すべて新市に引き継ぐ。

財産及び公の施設の取扱い（基金）
専門部会
（分科会）

前　原　市

糸　島　１　市　２　町　課　題　調　整　案

基金

①平成1８年度末現在高②種別③用途

【財政調整基金】
　①　1,598,338千円
　②　取崩し型
　③　一般財源。年度間の財源調整

【減債基金】
　①　203千円
　②　取崩し型
  ③  市債の償還財源

【公共施設等整備基金】
　①　598,353千円
　②　取崩し型
　③　前原市の将来における公共施設等の整備のため。

【ふるさと創生基金】
　①　2,564千円
　②　取崩し型
　③　個性的な地域づくり事業に必要な資金を積み立て
　　る。

【高額療養費支払資金貸付基金】
　①　6,000千円
　②　定額運用基金
　③　療養に係る一部負担金の支払いに必要な資金の貸付

　
【水源保全基金】
　①　50,826千円
　②　取崩し型
　③　水源の保全及び涵養機能の向上を図る事業を行う。

基金

①平成１８年度末現在高②種別③用途

【財政調整基金】
　①　832,337千円
　②　取崩し型
　③　一般財源

　

【高額療養貸付基金】
　①　1,500千円
　②　定額運用基金
　③　療養に係る一部負担金の支払いに必要な資金の貸付

基金

①平成１８年度末現在高②種別③用途

 【財政調整基金】
 　①　181,748千円
 　②　取崩し型
 　③　一般財源（町財政の健全性の確保）

 【減債基金】
 　①　100,553千円
   ②　取崩し型
　 ③　町債の償還財源
 
 
 

 【国民健康保険高額療養費貸付基金】
　 ①　4,000千円
　 ②　定額運用基金
　 ③　高額療養者への貸付

 【水道水源開発基金】
　 ①　17,570千円
　 ②　取崩し型
　 ③　水道水源開発に要する経費への充当

行財政
（財政）

調整内容

協定項目

第　5　号 財政課　　波多江　邦彦 総務課　　吉田　秀利



二　丈　町 志　摩　町分科会長・担当者

前原市　波多江邦彦　

前　　　原　　　市　　　の　　　現　　　状 二　　　丈　　　町　　　の　　　現　　　状 志　　　摩　　　町　　　の　　　現　　　状 調整の具体的内容

総務課　　古川　光規

１市２町の所有する財産、公の施設及び債務は、すべて新市に引き継ぐ。

財産及び公の施設の取扱い（基金）
専門部会
（分科会）

前　原　市

糸　島　１　市　２　町　課　題　調　整　案
行財政
（財政）

調整内容

協定項目

第　5　号 財政課　　波多江　邦彦 総務課　　吉田　秀利

【地域振興基金】
　①　241,182千円
　②　果実運用型
　②　高齢化社会の到来に備え、福祉活動の促進を図る。

【緑化基金】
　①　600千円
　②　取崩し型
　③　緑化推進。市の木植樹。日向峠公園整備時の寄附金

【文化振興基金】
　①　39,624千円
　②　取崩し型
　③　伝統芸能や祭りなどの保存継承。新しい文化の創造

【国際交流基金】
　①　31,843千円
　②　取崩し型
　③　子供達の国際感覚の育成。市民の身近な国際交流・
　　文化交流

【ふるさと・水と土保全基金】
　①　10,280千円
　②　果実運用型
　③　住みよい農村住環境づくりのための支援事業を行
　　う。

【市民まつり基金】
　①　42,851千円
　②　取崩し型
　③  市民まつりの開催に必要な資金捻出

【元気づくり基金】
　①　725,067千円
　②　取崩し型
　③　総合計画実施事業に要する経費へ充当

【簡易水道事業財政調整基金】
　①　1,560千円
　②　取崩し型
　③　災害復旧、起債の償還等に要する経費へ充当
　

【高齢者等肉用牛貸付基金】※・・・(19年11月8日廃止)
　①　7,949千円
　②　定額運用型
　③　高齢者へ肉用牛を貸付ける資金へ充当

【奨学基金】
　①　19,147千円
　②　定額運用型
　③　就学の助成を行う。

【未来づくり基金】
　①　550,560千円
　②　取崩し型
　③　個性的で魅力ある未来づくり経費に充当

【災害基金積立金】
　①　4,492千円
　②　取崩し型
　③　災害対策費に充当



二　丈　町 志　摩　町分科会長・担当者

前原市　波多江邦彦　

前　　　原　　　市　　　の　　　現　　　状 二　　　丈　　　町　　　の　　　現　　　状 志　　　摩　　　町　　　の　　　現　　　状 調整の具体的内容

総務課　　古川　光規

１市２町の所有する財産、公の施設及び債務は、すべて新市に引き継ぐ。

財産及び公の施設の取扱い（基金）
専門部会
（分科会）

前　原　市

糸　島　１　市　２　町　課　題　調　整　案
行財政
（財政）

調整内容

協定項目

第　5　号 財政課　　波多江　邦彦 総務課　　吉田　秀利

住宅新築資金等貸付事業特別会計

【財政調整基金】
　①　2千円
　②　取崩し型
　③　運営資金

国民健康保険特別会計

【財政調整基金】
　①　230,768千円
　②　取崩し型
　③　国保事業の円滑な運用のため

農業集落排水事業等特別会計

【減債基金】
　①　441千円
　②　取崩し型
　③　市債の償還

介護保険事業特別会計

【介護給付費準備基金】
　①　80,987千円
　②　取崩し型
　③　中期財政運営期間内に発生した剰余金を同期間内の
　　保険給付費に充てる。

【高額介護サービス費支払資金貸付基金】
　①　3,000千円
　②　定額運用基金
　③　介護サービスに係る一部負担金の支払いに必要な資
　　金の貸付

平成１８年度末各種基金の現在高
（一般会計及び各特別会計）
　　２，９３７，８６２千円

国民健康保険特別会計

 【財政調整基金】
　 ①　67,633千円
　 ②　取崩し型
　 ③　保険給付費の財源不足への充当

平成１８年度末各種基金の現在高
（一般会計及び各特別会計（財産区を除く。））
　　１，６５５，１９３千円

国民健康保険特別会計

 【国民健康保険特別会計基金】
　 ①　367千円
　 ②　取崩し型
　 ③　保険給付費の財源不足への充当

平成１８年度末各種基金の現在高
（一般会計及び各特別会計）
　　８５９，２９０千円

平成１８年度末各種基金の現在高合計
（一般会計及び各特別会計（財産区を
除く。））
         ５，４５２，３４５千円



総務課　　古川　光規

糸　島　１　市　２　町　課　題　調　整　案
専門部会
（分科会）

前　原　市 二　丈　町

前原市　波多江邦彦　 財政課　　波多江　邦彦 総務課　　吉田　秀利

志　摩　町分科会長・担当者

１市２町の所有する財産、公の施設及び債務は、すべて新市に引き継ぐ。  

すべて、新市に引き継ぐ。
前　　　原　　　市　　　の　　　現　　　状 二　　　丈　　　町　　　の　　　現　　　状 志　　　摩　　　町　　　の　　　現　　　状 調整の具体的内容

調整内容

地方債・企業債残高等

協定項目

第　5　号
財産及び公の施設の取扱い（地方債・企業債）

地方債・企業債残高等 地方債・企業債残高等

行財政
（財政）

すべて、新市に引き継ぐ。

平成１８年度発行状況

一般会計合計　　1,587,400千円

地方債・企業債残高等

平成１８年度発行状況

一般会計　   　　　　　　　　   　　　　　240,500千円
  一般公共事業債     　          　　　  　15,700千円
  災害復旧事業債           　　　　　      21,500千円
  減税補てん債               　 　　　 　   8,600千円
  臨時財政対策債    　        　   　 　　192,700千円
  その他                      　　　 　 　　2,000千円

地方債・企業債残高等

平成１８年度発行状況

一般会計　　　　　　　　　　　　　   　1,031,900千円
　一般公共事業債　　　　　　　　 　 　　　21,000千円
　一般単独事業債           　　　　　　　114,700千円
　　    　臨時地方道路整備事業債  　　 　103,500千円
　　　　  一般分　　　　　　　　　　　　　11,200千円
　教育・福祉施設等整備事業債　   　　　　134,200千円
　災害復旧事業債　　　　　　　　　　 　　　5,300千円
　財源対策債　　　　　　　　　　　　　　  23,100千円
　減税補てん債　　　　　　　　　　　　 　 54,600千円
　臨時財政対策債　　　　　　　　　　 　　645,400千円
　都道府県貸付金　　　　　　　　　　　　　26,400千円
　その他　　　　　　　　　　　　　　　　 　7,200千円

地方債・企業債残高等

平成１８年度発行状況
　
一般会計　　　　　　　　　　　　　 　　　 315,000千円
　一般公共事業債　　　　　　　　　　　　   63,000千円
　学校教育施設等整備事業債　 　　 　  　　 11,000千円
　社会福祉施設整備事業債　　　　　　　    　7,700千円
  災害復旧事業債　　　　　　　 　  　　　     100千円
　減税補てん債　　　　　　　　　　　　  　 11,100千円
　臨時財政対策債　　　　　  　　　　　  　218,600千円
　その他　　　　　　　　　　　　　 　　     3,500千円

総合計　　　　　2,317,100千円

　
農業集落排水事業等特別会計　　  　　　　　25,200千円

水道事業会計　　　　　　　　　　　  　   101,400千円

下水道事業会計　　　　　　　　　 　    　603,100千円

　　　　　　　　　　　　総合計　　　　 1,761,600千円



総務課　　古川　光規

糸　島　１　市　２　町　課　題　調　整　案
専門部会
（分科会）

前　原　市 二　丈　町

前原市　波多江邦彦　 財政課　　波多江　邦彦 総務課　　吉田　秀利

志　摩　町分科会長・担当者

１市２町の所有する財産、公の施設及び債務は、すべて新市に引き継ぐ。  

前　　　原　　　市　　　の　　　現　　　状 二　　　丈　　　町　　　の　　　現　　　状 志　　　摩　　　町　　　の　　　現　　　状 調整の具体的内容

調整内容

協定項目

第　5　号
財産及び公の施設の取扱い（地方債・企業債）

行財政
（財政）

地方債の現在高　平成１８年度末

普通会計　　　　　　　　　 　　　　 　　5,872,591千円
　一般公共事業債　　　　　　　　　　　　　762,196千円
　一般単独事業債　　　　　 　　　　 　　1,142,706千円
 　     　地域総合整備事業債　　    　　　577,628千円
　　うち  臨時地方道路整備事業債        　149,929千円
　　      臨時経済対策事業債　　  　  　　 40,791千円
　公営住宅建設事業債　　　　　　　 　   　492,428千円
　学校教育施設等整備事業債　　　　　  　　744,552千円
　災害復旧事業債　　　　　　　  　　　  　 17,320千円
　地域改善対策特定事業債　　　    　　    　　876千円
　財源対策債　　　　　　　　　　　　   　 100,090千円
　臨時財政特例債　　　　　　　　　      　 46,612千円
　減税補てん債　　　　　　　　　   　  　 375,669千円

地方債の現在高　平成１８年度末

普通会計合計　　35,002,779千円

地方債の現在高　平成１８年度末

普通会計　　　　　　　　　　　      　 23,228,472千円
　一般公共事業債　　　　　　　      　　　397,319千円
　一般単独事業債　　　　　　　 　　  　10,086,460千円
　　　　　地域総合整備事業債　　　  　　1,307,040千円
　　　　  旧地域総合整備事業債　　 　　 1,190,850千円
   うち   地域活性化事業債　　　　　　　　990,300千円
　　　　  防災対策事業債　　　 　　　　　　60,900千円
　　　　  臨時地方道路整備事業債　    　3,264,715千円
　    　  臨時河川等整備事業債　 　　　　　10,400千円
　　      地域再生事業債　　　　　　　　　450,700千円
　    　  日本新生緊急基盤整備事業債　　 　41,800千円
　　      臨時経済対策事業債　　　  　　  939,920千円
　公営住宅建設事業債　　　　　　　  　  　987,972千円

地方債の現在高  平成１８年度末

普通会計　　　　    　      　　  　　  5,901,716千円
　一般公共事業債  　　　 　  　　  　　   511,863千円
　一般単独事業債        　　　　 　　　 1,572,351千円
　　 　   地域総合整備事業債　　 　　     182,774千円
　　　    臨時地方道路整備事業債　 　　   161,645千円
　　うち  臨時河川等整備事業債　　   　　　   387千円
　      　日本新生緊急基盤整備事業債　 　 　1,784千円
   　  　 臨時経済対策事業債　　　　　  　565,148千円
　　   　 防災対策事業債　　　　　 　　　　　 421千円
　学校教育施設整備事業債　　　　　  　  1,410,327千円
　災害復旧事業債         　　　　　　　    95,901千円
　財源対策債               　　　　　　 　203,540千円
　減税補てん債         　　　　　　　     353,315千円

　臨時税収補てん債　　　　　　 　   　  　 55,347千円
　臨時財政対策債　　　　　　　　    　　1,504,283千円
　社会福祉施設整備事業債　　　　　　　  　　7,700千円
  調整債　　　　　　　　　   　  　     　 19,191千円
　都道府県貸付金　　　　    　   　　    　 7,500千円
　その他　　　　　　　　　         　　　 596,121千円
　

公共下水道事業特別会計　  　　　　　　　　670,750千円

　教育・福祉施設等整備事業債　 　       3,758,569千円
　災害復旧事業債　　　　　　 　　　  　    38,258千円
　厚生福祉施設整備事業債　　       　　　　47,112千円
　地域改善対策特定事業債　　　　       　  38,082千円
　財源対策債　　　　　　　　　　  　　　　868,356千円
　臨時財政特例債　　　　　　　   　　 　　　7,961千円
　減税補てん債　　　　　　　　  　 　　 1,743,128千円
　臨時税収補てん債　　 　　　　       　　195,900千円
  臨時財政対策債　　　　　　　　 　　 　4,360,449千円
　調整債　 　　　　　　　　　　　　　　　　25,896千円
　都道府県貸付金　　　　　　　　　 　　　　33,386千円
　その他　　　　　　　　　　　　　　 　 　639,624千円

　
農業集落排水事業等特別会計　　  　    　　564,801千円

　臨時税収補てん債       　　　  　　　　  40,823千円
　臨時財政対策債    　　　　  　　　    1,306,015千円
　臨時財政特例債         　 　 　　　　　  13,070千円
　公営住宅建設事業債    　 　　  　　　　  65,588千円
　厚生福祉施設整備事業債　　　 　　　　   168,400千円
　地域改善対策特定事業債  　　　　　 　       730千円
　調整債                　　　　　　　     11,945千円
　都道府県貸付金          　　　　　　　      602千円
　その他                  　　　　　　　  147,246千円

公共下水道事業特別会計　  　　　　　　　　670,750千円

水道事業会計　　　　　　　　　　　　　　1,324,460千円

　　　　　　　　　　　　　総合計　　　　7,867,801千円 総合計　　　　　59,323,987千円

農業集落排水事業等特別会計　　  　    　　564,801千円

水道事業会計　　　　　　　　　      　　3,387,874千円

下水道事業会計　　　　　　　　      　 17,837,991千円

　　　　　　　　　　　 　総合計　　　　45,019,138千円

水道事業会計　　　　　　　　　　　     　 535,332千円

　　　　　　　　　　 　　　総合計　 　　6,437,048千円



協議第１３号 
 
 

協定項目１２「地方税の取扱い」について 
 
 
 このことについて、次のとおり提出する。 
 
１ 法人市民税法人税割の税率は、前原市の税率による。ただし、合併する

日の属する年度は、各市町の税率とする。 

２ 上記以外の税の税率は、現行のとおりとする。 

３ 宅地等評価の補正項目及び補正率については、１市２町の実状を勘案し

ながら、平成２４年度（次々回）の評価替えを目途に段階的に調整する。 
 
  平成２０年２月２１日 
 
                      糸島１市２町合併協議会 
                      会長  松 本 嶺 男 
 



糸　島　１　市　２　町　課　題　調　整　案

 
  

　 　

　 　

　

　現行標準税率のとおりとする。

　●均等割

　現行標準税率のとおりとする。【市町村たばこ税】　　同　　左

　●法人税割
　法人市民税法人税割の税率は、前
原市の税率による。ただし、合併す
る日の属する年度は、各市町の税率
とする。

　　該当なし

【特別土地保有税】　　同　　左 　現行標準税率のとおりとする。

　現行標準税率のとおりとする。

　現行標準税率のとおりとする。【鉱産税】　　同　　左 【鉱産税】

【入湯税】
　　該当なし

【入湯税】　　同　　左

【軽自動車税】　　同　　左 【軽自動車税】　　同　　左 　現行標準税率のとおりとする。

②法人町民税
 ● 均等割　　　同　　左

 ● 法人税割　 　　同　　左

【固定資産税】　　同　　左

 ● 法人税割　　　税率12.3/100

【固定資産税】　　同　　左 　現行標準税率のとおりとする。

　　 　〃　　 200万円以下 　 税率0.7/100
※納税義務者がいないため課税していない。

　　宿泊しないもの　　１人１日につき  　 50円

【鉱産税】
　　課税標準額200万円超　　　税率　1/100

【入湯税】
　　宿泊するもの　　　１人１泊につき    150円

　　旧３級品以下    1,000本につき  1,564円

【特別土地保有税】
　　保有分　　　　　　　　税率1.4／100
　　取得分　　　　　　　　税率　3／100

軽自動車　四輪以上のもの　乗用　自家用      7,200円
軽自動車　四輪以上のもの　貨物　営業用    　3,000円

【市町村たばこ税】
　　紙巻たばこ等　　1,000本につき　3,298円

【特別土地保有税】　　同　　左

【市町村たばこ税】　　同　　左

小型特殊自動車　農耕作業用のもの            1,600円
小型特殊自動車　その他のもの                4,700円
軽自動車　二輪のもの（側車付きのもを含む。）2,400円
軽自動車　三輪のもの　　　　　         　　 3,100円
軽自動車　四輪以上のもの　乗用　営業用    　5,500円

軽自動車　四輪以上のもの　貨物　自家用      4,000円

【軽自動車税】
原動機付自転車　1,000円（二輪のもので総排気量　0.05Ｌ以下
又は定格出力0.6KW以下）

原動機付自転車  1,200円（二輪のもので総排気量　0.05Ｌ超
又は0.09L以下又は定格出力0.6KW超0.8KW以下）

原動機付自転車　1,600円（二輪のもので総排気量　0.09Ｌ超
0.125L以下又は定格出力0.8KW超1.0KW以下）

原動機付自転車　 2,500円（三輪以上のもので総排気量 0.02Ｌ超
又は定格出力0.25KW超）
二輪の小型自動車　　　　　　　              4,000円

   50億円超　　　　　 　　 50人超　　 3,000,000円

 ● 法人税割　　　　　　　  税率14.7/100

【固定資産税】　　　   　　税率 1.4/100

 　1千万円以下　　　　　　 50人以下　　  50,000円
  　　　　　　　　 　　　　50人超　　　 120,000円
 　1千万円超1億円以下　　　50人以下　 　130,000円

 　　　　　　　　　　　　　50人超　　　 400,000円
   10億円超50億円以下 　 　50人以下　　 410,000円
 　　　　　　　　　  　　　50人超　　 1,750,000円

 　　　　　　　　　　　　　50人超　　　 150,000円
 　1億円超10億円以下　 　　50人以下　　 160,000円

②法人市民税
 ● 均等割

 ● 均等割　　３，０００円
 ● 所得割　　課税標準　×　税率　6/100

 　資本等の金額　　　  　従業員数　　　　　税額

①個人市民税
【市町村民税】
①個人町民税

 ● 所得割　　　同　　左  ● 所得割　　　同　　左
 ● 均等割　　　同　　左

　税務課　　青木　政澄 税務課　　行友　淳次

調整の具体的内容

【市町村民税】

前　　　原　　　市　　　の　　　現　　　状

専門部会
（分科会）

前　原　市

税務課　　　井土　敏幸

分科会長・担当者

二丈町　青木　政澄

協定項目

志　　　摩　　　町　　　の　　　現　　　状

行財政
（税務）

二　　　丈　　　町　　　の　　　現　　　状

第12号

調整内容
１ 法人市民税法人税割の税率は、前原市の税率による。ただし、合併する日の属する年度は、各市町の税率とする。
２ 上記以外の税の税率は、現行のとおりとする。
３ 宅地等評価の補正項目及び補正率については、１市２町の実状を勘案しながら、平成24年度（次々回）の評価替えを目途に段階的に調整する。

二　丈　町 志　摩　町
地方税の取扱い（税率）

【市町村民税】

②法人町民税
 ● 均等割　　　同　　左

　現行標準税率のとおりとする。

②法人市民税

①個人市民税
①個人町民税
 ● 均等割　　　同　　左



糸　島　１　市　２　町　課　題　調　整　案
協定項目

地方税の取扱い（土地評価）
専門部会
（分科会）

行財政
（税務）

分科会長・担当者 前　原　市 二　丈　町 志　摩　町

第12号 二丈町　青木　政澄 税務課　　　井土　敏幸 税務課　　　青木　政澄 税務課　　　行友　淳次

◎固定資産税（土地評価業務）
【状況類似分類業務】
　価格帯によって状況の類似した地域を分類されている
が、道路の新設、町並の開発など状況の変化に応じて専門
家（委託業者）と検討の上、見直しを行う。
１　都市計画法など行政の規制による区分
２　地形などによる区分
３　開発などによる状況の差による区分等

　現在の状況類似地区･標準宅地数　　330地区、330地点

【鑑定委託業務】
　状況類似の区切りごとに標準地を設ける。標準地は、状
況類似の中心的で標準的な区画で比較的条件のよいところ
を選び、中心的な道路に面しているところとする。
　鑑定評価は県内、福岡地区内、隣接市町とのバランスを
取るため鑑定士に委託している。標準地選び、標準値の資
料（都市規制状況、道路状況、水道・下水道、公共施設の
状況、など）を鑑定士に提供すると同時に合同で現地調査
を行う。
　下落地区については事前に公示価格などの状況により鑑
定士に下落動向を把握してもらったあと下落地点を抽出し
契約して、下落率を鑑定してもらう。
　
【路線設定業務】
　１箇所の状況類似の中に１０本程度の路線価を設定す
る。これも委託業務により既に設定されているが基準年度
毎に見直しを行う。状況類似の見直しと同じように道路・
環境状況の変化により見直す。ただし、課税標準の計算の
基になる過去の価格は路線毎にデータを持っているため
に、路線の引き直しを行うと価格のバランスは取れても税
額が急激に変化することもあり、過去の路線価格も同時に
見る必要がある。
１　都市計画法など行政の規制による区分
２　道路等級、道路幅員、舗装、歩道状況、勾配、周辺の
　整備状況などによる区分等

　路線価付設数　約3,800本
　（その他の宅地評価法は用いていない。）

◎固定資産税（土地評価業務）
【状況類似分類業務】
　同　　左

　現在の状況類似地区･標準宅地数　　105地区、105地点

【鑑定委託業務】

　同　　左

【路線設定業務】
　現在深江地区と福吉地区に各１地域、計２地域設定して
いる。

　路線価付設数　約450本
　（路線価を付設していない地区は、標準宅地で評価）

◎固定資産税（土地評価業務）
【状況類似分類業務】
　同　　左

　現在の状況類似地区･標準宅地数　　101地区、101地点

【鑑定委託業務】
　
　同　　左

【路線設定業務】
　状況類似の中に路線価を設定する。これも委託業務によ
り既に設定されているが基準年度毎に見直すこととなる。
１　都市計画法など行政の規制による区分
２　道路等級、道路幅員、舗装、歩道状況、勾配、周辺の
　整備状況などによる区分等

　路線価付設数　約380本
　（路線価を付設していない地区は、標準宅地で評価）

（宅地等の評価）
補正項目及び補正率については、１市
２町の実状を勘案しながら、平成24年
度（次々回）の評価替えを目途に段階
的に調整する。

調整内容
１ 法人市民税法人税割の税率は、前原市の税率による。ただし、合併する日の属する年度は、各市町の税率とする。
２ 上記以外の税の税率は、現行のとおりとする。
３ 宅地等評価の補正項目及び補正率については、１市２町の実状を勘案しながら、平成24年度（次々回）の評価替えを目途に段階的に調整する。

前　　　原　　　市　　　の　　　現　　　状 二　　　丈　　　町　　　の　　　現　　　状 志　　　摩　　　町　　　の　　　現　　　状 調整の具体的内容



協議第１４号 
 
 

協定項目１６「介護保険事業の取扱い」について 
 
 
 このことについて、次のとおり提出する。 
 
１ 介護保険事業については、新市が保険者となり運営を行う。なお、二丈町、

志摩町は、合併の前日をもって福岡県介護保険広域連合を脱退する。 
    ただし、合併年度の残存期間の給付は、福岡県介護保険広域連合と協議し
調整する。 
２ 介護保険料については、合併前までに１市２町で協議し、新市において定

める。なお、保険料は、給付費の抑制を図りながら、できるだけ低く設定で

きるよう努める。 
  また、合併年度の残存期間の賦課徴収は、福岡県介護保険広域連合及び社

会保険庁と協議し調整する。 
３ 第１号被保険者の普通徴収の納期は、６月から翌年の３月までの１０期と

する。 
 
  平成２０年２月２１日 
 
                      糸島１市２町合併協議会 
                      会長  松 本 嶺 男 



志　　　摩　　　町　　　の　　　現　　　状 調整の具体的内容

二　丈　町 志　摩　町

保険年金課　　松尾　さとみ 健康福祉課　　満生　治幸 健康福祉課　　岡本　修

協定項目

第16号
介護保険事業の取扱い（運営）

専門部会
（分科会）

前　　　原　　　市　　　の　　　現　　　状 二　　　丈　　　町　　　の　　　現　　　状

　介護保険事業については、新市が保険
者となり運営を行う。なお、二丈町、志
摩町は、合併の前日をもって福岡県介護
保険広域連合を脱退する。
　ただし、合併年度の残存期間の給付
は、福岡県介護保険広域連合と協議し調
整する。

【概要】
　市町村は、この法律の定めるところにより、介護保険を
行うものとする。
　
【対象者】
　４０歳以上の被保険者

【保険給付】
　１　居宅サービス（１３種類）
　２　施設サービス（３種類）
　３　地域密着型サービス（３種類）

　（対象者）
　４０歳以上の要介護・要支援認定を受けている被保険者

　（利用者負担）
　利用料の１割

　（経費負担）
　　①保険給付費
　　・４０歳以上の被保険者の保険料：５０％
　　・国２５％、県１２．５％、市１２．５％：５０％

【経費負担】
　国・県負担金、国補助金、市費

【運営方法】
　単独実施

【財政安定化基金の借入状況】
　借入なし

【概要】
　市町村は、この法律の定めるところにより、介護保険を
行うものとする。
　
【対象者】
　４０歳以上の被保険者

【保険給付】
　１　居宅サービス（１３種類）
　２　施設サービス（３種類）
　３　地域密着型サービス（３種類）

　（対象者）
　４０歳以上の要介護・要支援認定を受けている被保険者

　（利用者負担）
　利用料の１割

　（経費負担）
　　①保険給付費
　　・４０歳以上の被保険者の保険料：５０％
　　・国２５％、県１２．５％、町１２．５％：５０％

【経費負担】
　国・県負担金、国補助金、町費（広域連合負担金）

【運営方法】
　広域実施
　福岡県介護保険広域連合（３９市町村）

【財政安定化基金の借入状況】
　平成１３、１４年度に同広域連合で借入

【広域連合介護保険事業所整備の設立経費】
　居宅サービス事業所の設立経費を負担
　・施設名：株式会社　よろこび
　・場　所：本社福岡市、支社田川市

【介護保険準備基金の状況】
　平成１８年度現在基金積立額　637,998千円
   ＊広域連合を脱会した場合は、基金（積立金）の返還は
　 ない。

 
      同左

　

　

糸　島　１　市　２　町　課　題　調　整　案
健康福祉
（介護保険）

調整内容

１　介護保険事業については、新市が保険者となり運営を行う。なお、二丈町、志摩町は、合併の前日をもって福岡県介護保険広域連合を脱退する。
    ただし、合併年度の残存期間の給付は、福岡県介護保険広域連合と協議し調整する。
２　介護保険料については、合併前までに１市２町で協議し、新市において定める。なお、保険料は、給付費の抑制を図りながら、できるだけ低く設定できるよう努める。
　　また、合併年度の残存期間の賦課徴収は、福岡県介護保険広域連合及び社会保険庁と協議し調整する。
３　第１号被保険者の普通徴収の納期は、６月から翌年の３月までの１０期とする。

分科会長・担当者
前原市　松尾　さとみ

前　原　市



【概要】
　市町村は３年を１期とする介護保険事業に係る保険給
付の円滑な実施に関する計画（介護保険事業計画）を定
める。

【附属機関】前原市高齢者保健福祉事業運営協議会

　（概要）
　　市長の諮問に応じ、老人保健法、老人福祉法、及び
介
  護保険法の規定に基づく、高齢者保健計画、高齢者福
祉
  計画及び介護保険事業計画の策定並びに事業運営に関
す
  る事項について、調査、研究及び審議等を行う。

　（構成委員）
　　　　被保険者代表     ５人
      　事業者代表       ５人
      　公益代表         ５人
　
　(任期）　　　　　　　　２年

　(報酬）　　　日額　会長　4,900円　委員　4,700円

（費用弁償）　 日額　会長･委員　2,200円

【概要】
　市町村は３年を１期とする介護保険事業に係る保険給付
の円滑な実施に関する計画（介護保険事業計画）を定め
る。

【附属機関】福岡県介護保険広域連合介護保険計画策定委
員
　　　　　　会
　（概要）
　　広域連合長の諮問に応じ、事業計画に関し基本的事項
及
　びその他重要事項について、調査･審議を行う。

　（構成委員）
　　　　２０人（有識者・保健、福祉、医療関係者代表・
　　　　　　　　被保険者代表･その他、広域連合長が必要
　　　　　　　　と認める者）

　(任期）　　　事業計画の策定が終了するまで。

　(報酬）　　　日額　会長  5,000円　委員  5,000円

（費用弁償）　 日額　会長･委員　7,000円～5,000円

 
      同左

　

　

①第４期（平成２１～２３年度）の
２２、２３年度分の介護保険事業計画
については、合併前までに１市２町で
協議し、新市において定める。

②附属機関である介護保険計画策定委
員会については、新市において新たに
設置する。

調整内容

１　介護保険事業については、新市が保険者となり運営を行う。なお、二丈町、志摩町は、合併の前日をもって福岡県介護保険広域連合を脱退する。
    ただし、合併年度の残存期間の給付は、福岡県介護保険広域連合と協議し調整する。
２　介護保険料については、合併前までに１市２町で協議し、新市において定める。なお、保険料は、給付費の抑制を図りながら、できるだけ低く設定できるよう努める。
　　また、合併年度の残存期間の賦課徴収は、福岡県介護保険広域連合及び社会保険庁と協議し調整する。
３　第１号被保険者の普通徴収の納期は、６月から翌年の３月までの１０期とする。

前　　　原　　　市　　　の　　　現　　　状 二　　　丈　　　町　　　の　　　現　　　状 志　　　摩　　　町　　　の　　　現　　　状 調整の具体的内容

前　原　市 二　丈　町 志　摩　町

第16号 保険年金課　　松尾　さとみ 健康福祉課　　満生　治幸 健康福祉課　　岡本　修

糸　島　１　市　２　町　課　題　調　整　案
協定項目

介護保険事業の取扱い（介護保険事業計画）
専門部会
（分科会）

健康福祉
（介護保険）

分科会長・担当者
前原市　松尾　さとみ



【概要】
　被保険者は介護保険の給付を受けるため市町村の認定を
受ける必要があり、要介護認定事務を行う。

【対象者】
　４０歳以上の要介護・要支援認定を受けている被保険者
及び４０歳以上の新規に要介護・要支援認定を申請される
被保険者

【利用者負担】
　なし

【経費負担】
　市費

【附属機関】
　・名称
　前原市介護認定審査会

　・目的
　介護保険法第14条に規定する介護認定審査会

　・構成
　委員定数　　３０人以内
　現委員数　　２５人（５合議体）
　前原市長が任命
　任期　２年　　再任可
　委員の互選により会長を選出
　事務局は前原市保険年金課

　・報酬、費用弁償
　報酬　合議体の長  １３，０００円
        委　　　員  １０，９００円
  費用弁償　　　　　  ２，２００円

　・経費
　市費

【認定調査】
　調査員　５人

【概要】
　被保険者は介護保険の給付を受けるため市町村の認定を
受ける必要があり、要介護認定事務を行う。

【対象者】
　４０歳以上の要介護・要支援認定を受けている被保険者
及び４０歳以上の新規に要介護・要支援認定を申請される
被保険者

【利用者負担】
　なし

【経費負担】
　町費（広域連合負担金）

【附属機関】
　・名称
　福岡県介護保険広域連合介護認定審査会

　・目的
　介護保険法第14条に規定する介護認定審査会

　・構成
　委員定数　９００人以内
　現委員数（糸島支部）　　２０人（４合議体）
　広域連合長が任命
　任期　２年　　再任可
　委員の互選により会長を選出
　事務局は福岡県介護保険広域連合糸島支部

　・報酬、費用弁償
　報酬　合議体の長　１３，５００円
　　　　委　　　員　１１，３００円
　費用弁償　　　　　　２，０００円

　・経費
　町費（広域連合負担金）

【認定調査】
　調査員　４人

　

　

　     同左
①介護認定審査会については、新市に
おいて新たに設置する。

②認定調査は、直営で行う。

調整内容

１　介護保険事業については、新市が保険者となり運営を行う。なお、二丈町、志摩町は、合併の前日をもって福岡県介護保険広域連合を脱退する。
    ただし、合併年度の残存期間の給付は、福岡県介護保険広域連合と協議し調整する。
２　介護保険料については、合併前までに１市２町で協議し、新市において定める。なお、保険料は、給付費の抑制を図りながら、できるだけ低く設定できるよう努める。
　　また、合併年度の残存期間の賦課徴収は、福岡県介護保険広域連合及び社会保険庁と協議し調整する。
３　第１号被保険者の普通徴収の納期は、６月から翌年の３月までの１０期とする。

前　　　原　　　市　　　の　　　現　　　状 二　　　丈　　　町　　　の　　　現　　　状 志　　　摩　　　町　　　の　　　現　　　状 調整の具体的内容

前　原　市 二　丈　町 志　摩　町

第16号 保険年金課　　松尾　さとみ 健康福祉課　　満生　治幸 健康福祉課　　岡本　修

糸　島　１　市　２　町　課　題　調　整　案
協定項目

介護保険事業の取扱い（要介護認定事務）
専門部会
（分科会）

健康福祉
（介護保険）

分科会長・担当者
前原市　松尾　さとみ



【概要】
　本人及び世帯員の前年における税情報に基づき、介護保険
料率の計算をし、賦課をして対象者に通知し、納付された保
険料を収納する。

【対象者】
　前原市に住む65歳以上（第1号被保険者）の者

【利用者負担】
　なし

【経費負担】
　市費

【保険料】
　　１）対象者数　１１，９１４人(１９年３月末現在）
　　２）保険料段階　　　　　７段階方式
　　３）基準月額保険料　　　４，０００円
　　４）納付方法
　　　①第１号被保険者
　　　　　イ）特別徴収　　年金額が年額１８万円
　　　　　　　　　　　　　　（月額15,000円）以上の者
　　　　　・対象者　９，８５５人（１９年３月末現在）
　　　　　・納期　　　年6回（年金から引かれる。）
　　　　　ロ）普通徴収　　年金額が年額１８万円
　　　　　　　　　　　　　　（月額15,000円）未満の者
　　　　　・対象者　２，５０９人（１９年３月末現在）
　　　　　・納期　　年10回（6月から3月までの月末）
　　　②第２号被保険者
　　　　　医療保険と一括徴収（国保や健保等）
     　＊督促手数料：100円

　　５）所得段階別の保険料一覧
      ・第１段階　24,000円（年額）　2,000円（月額）
　　　・第２段階　30,000円（年額）　2,500円（月額）
　　　・第３段階　36,000円（年額）　3,000円（月額）
　　　・第４段階　48,000円（年額）　4,000円（月額）
　　　・第５段階　60,000円（年額）　5,000円（月額）
　　　・第６段階　72,000円（年額）　6,000円（月額）
　　　・第７段階　84,000円（年額）　7,000円（月額）

　　６）保険料の減免制度
　　　①災害その他特別な事情に対する減免
　　　②低所得者に対する減免

【概要】

　同左

　
【対象者】
　二丈町に住む65歳以上（第1号被保険者）の者

【利用者負担】
　同左

【経費負担】
　町費（広域連合負担金)

【保険料】
　　１）対象者数　４，０２０人(１９年３月末現在）
　　２）保険料段階　　　　　８段階方式
　　３）基準月額保険料　　　４，９６６円
　　４）納付方法
　　　①第１号被保険者
　　　　　イ）特別徴収　　年金額が年額１８万円
　　　　　　　　　　　　（月額15,000円）以上の者
　　　　　・対象者　３，１５５人（１９年３月末現在）
　　　　　・納期　　　年6回（年金から引かれる。）
　　　　　ロ）普通徴収　　年金額が年額１８万円
　　　　　　　　　　　　（月額15,000円）未満の者
　　　　　・対象者　　　８７３人（１９年３月末現在）
　　　　　・納期　　年8回（8月から3月までの月末）
　　　②第２号被保険者
　　　　　医療保険と一括徴収（国保や健保等）
　　　＊督促手数料：100円

　　５）所得段階別の保険料一覧
      ・第１段階　29，796円（年額）　2,483円（月額）
　　　・第２段階　29，796円（年額）　2,483円（月額）
　　　・第３段階　44，694円（年額）　3,725円（月額）
　　　・第４段階　59，592円（年額）　4,966円（月額）
　　　・第５段階　74，490円（年額）　6,208円（月額）
　　　・第６段階　89，388円（年額）　7,449円（月額）
    　・第７段階 104，560円（年額）　8,691円（月額）
　　　・第８段階 119，184円（年額）　9,932円（月額）
　
　　６）保険料の減免制度
　　　①災害その他特別な事情に対する減免
　

【概要】

  同左
　

【対象者】
　志摩町に住む65歳以上（第1号被保険者）の者

【利用者負担】
　同左

【経費負担】
　同左

【保険料】
　　１）対象者数　４，８１４人(１９年３月末現在）
　　２）保険料段階　　　　　　同左
　　３）基準月額保険料　　　　同左
　　４）納付方法　　　　　　　同左
　　　①第１号被保険者
　　　　　イ）特別徴収　　　　同左
　
　　　　　・対象者　３，８２３人（１９年３月末現在）
　　　　　・納期　　　　　　　同左
　　　　　ロ）普通徴収　　　　同左

　　　　　・対象者 　　９９１人（１９年３月末現在）
　　　　　・納期　　　　　　　同左
　　　②第２号被保険者
　　　　　　　　　　　　　　　同左
　　　＊督促手数料：　　　　　同左

　　５）所得段階別の保険料一覧
　
　　　　　同左

　　６）保険料の減免制度
　　　　　同左

①介護保険料については、新市にお
いて定める。なお、保険料は、給付
費の抑制を図りながら、できるだけ
低く設定できるよう努める。
　また、合併年度の残存期間の賦課
徴収は、福岡県介護保険広域連合及
び社会保険庁と協議し調整する。

②第１号被保険者の普通徴収の納期
は、１０期とする。

③低所得者に対する減免について
は、前原市の制度を新市に引き継
ぐ。

調整内容

１　介護保険事業については、新市が保険者となり運営を行う。なお、二丈町、志摩町は、合併の前日をもって福岡県介護保険広域連合を脱退する。
    ただし、合併年度の残存期間の給付は、福岡県介護保険広域連合と協議し調整する。
２　介護保険料については、合併前までに１市２町で協議し、新市において定める。なお、保険料は、給付費の抑制を図りながら、できるだけ低く設定できるよう努める。
　　また、合併年度の残存期間の賦課徴収は、福岡県介護保険広域連合及び社会保険庁と協議し調整する。
３　第１号被保険者の普通徴収の納期は、６月から翌年の３月までの１０期とする。

前　　　原　　　市　　　の　　　現　　　状 二　　　丈　　　町　　　の　　　現　　　状 志　　　摩　　　町　　　の　　　現　　　状 調整の具体的内容

前　原　市 二　丈　町 志　摩　町

第16号 保険年金課　　松尾　さとみ 健康福祉課　　満生　治幸 健康福祉課　　岡本　修

糸　島　１　市　２　町　課　題　調　整　案
協定項目

介護保険事業の取扱い（賦課・収納）
専門部会
（分科会）

健康福祉
（介護保険）

分科会長・担当者
前原市　松尾　さとみ



【概要】
　地域包括支援センターは、地域における次の業務を担
う。
　　①介護予防マネジメント
　　②総合相談・支援
　　③被保険者に対する虐待防止・権利擁護事業
　　④包括的・継続的マネジメント

【職員】
　前原市社会福祉協議会に委託

【概要】
　同左

【職員】
　所長　　　　　　　　　１人（支部事務長兼務）
　主任介護支援専門員　　１人
　社会福祉士　　　　　　１人
　保健師　　　　　　　　１人
　看護師（嘱託）　　　　４人
　事務職員（臨時）　　　１人

【その他】
　福岡県介護保険広域連合糸島支部で設置
　（二丈町、志摩町と共同設置）

　     同左
　新市において、公共的機関である
社会福祉協議会に業務委託をする方
向で検討する。

調整内容

１　介護保険事業については、新市が保険者となり運営を行う。なお、二丈町、志摩町は、合併の前日をもって福岡県介護保険広域連合を脱退する。
    ただし、合併年度の残存期間の給付は、福岡県介護保険広域連合と協議し調整する。
２　介護保険料については、合併前までに１市２町で協議し、新市において定める。なお、保険料は、給付費の抑制を図りながら、できるだけ低く設定できるよう努める。
　　また、合併年度の残存期間の賦課徴収は、福岡県介護保険広域連合及び社会保険庁と協議し調整する。
３　第１号被保険者の普通徴収の納期は、６月から翌年の３月までの１０期とする。

前　　　原　　　市　　　の　　　現　　　状 二　　　丈　　　町　　　の　　　現　　　状 志　　　摩　　　町　　　の　　　現　　　状 調整の具体的内容

前　原　市 二　丈　町 志　摩　町

第16号 保険年金課　　松尾　さとみ 健康福祉課　　満生　治幸 健康福祉課　　岡本　修

糸　島　１　市　２　町　課　題　調　整　案
協定項目

介護保険事業の取扱い（包括支援センター）
専門部会
（分科会）

健康福祉
（介護保険）

分科会長・担当者
前原市　松尾　さとみ



協議第１５号 
 
 

協定項目１７「公共的団体等の取扱い」について 
 
 
 このことについて、次のとおり提出する。 
 
公共的団体等については、新市の速やかな一体性を確立するため、それぞれ

の実状を尊重しながら、そのあり方について調整に努める。 
１ 各市町共通の団体について 
（１）新市との一体性を保つため、合併時に統合できるように調整する。 
（２）国・県の指導等に基づき設置された団体については、関係機関の助言・

指導等をもとに、そのあり方について協議する。 
（３）統合に時間を要する団体については、将来の統合に向け検討が進められ

るよう調整する。 
２ 各市町独自の団体について 
  原則として、現行のとおりとする。 
 
  平成２０年２月２１日 
 
                      糸島１市２町合併協議会 
                      会長  松 本 嶺 男 



前　　　原　　　市　　　の　　　現　　　状 二　　　丈　　　町　　　の　　　現　　　状

経営企画課　　馬場　貢 企画調整課　　谷口　俊弘 企画課　　扇　清人

糸　島　１　市　２　町　課　題　調　整　案　
行財政
（企画）

専門部会
（分科会）

分科会長・担当者
前原市　洞　孝文

前　原　市 二　丈　町

調整の具体的内容

志　摩　町

【前原市国際交流協会】

◆設置目的
　本市が持つ特性を生かし、地域の交流団体等と協働して市民
主体の国際交流を推進することにより、前原市が目指す国際的
で魅力ある「人と自然が共生する文化創造都市まえばる」の創
造に寄与することを目的として設置

◆設立　１９９７年（平成９年）４月１８日

◆会員数　５０７（平成１９年４月現在）
　　　　　〔個人４１５、家族７７、事業所４、団体１１〕

◆理事長　西原幸作

◆友好団体締結
　　平成１０年　大韓民国　金海文化院（金海市）

◆事業内容
　 韓国金海市派遣（受入）事業（小中学生相互訪問）
　 青浦区対外友好協会代表団受入事業
　 文化交流訪問団派遣事業（中国上海市青浦区・韓国金海市）
　 外国語講座、世界の料理教室
　 市民まつり時に国際交流コーナー・世界の料理コーナー設置
　 会員交流事業（留学生との交流等）
　 ボランティア登録派遣事業、会報誌発行（年３回）　など

新市の枠組での再編を促す。

第 17 号

協定項目

調整内容

公共的団体等の取扱い（国際交流）

志　　　摩　　　町　　　の　　　現　　　状

公共的団体等については、新市の速やかな一体性を確立するため、それぞれの実状を尊重しながら、そのあり方について調整に努める。
１　各市町共通の団体について
（１）新市との一体性を保つため、合併時に統合できるように調整する。
（２）国・県の指導等に基づき設置された団体については、関係機関の助言・指導等をもとに、そのあり方について協議する。
（３）統合に時間を要する団体については、将来の統合に向け検討が進められるよう調整する。
２　各市町独自の団体について
　　原則として、現行のとおりとする。



新市との一体性を保つため、合併時に統
合できるように調整に努める。

新市との一体性を保つため、合併時に統
合できるように調整に努める。

新市との一体性を保つため、合併時に統
合できるように調整に努める。

新市との一体性を保つため、合併時に統
合できるように調整に努める。

国・県の指導等に基づき設置された団体であ
り、関係機関の助言・指導等をもとにそのあ
り方について協議していく。

国・県の指導等に基づき設置された団体であ
り、関係機関の助言・指導等をもとにそのあ
り方について協議していく。

すでに一体化されている団体である。
（調整の必要なし）

新市との一体性を保つため、合併時に統
合できるように調整に努める。

すでに一体化されている団体である。
（調整の必要なし）

糸島地区老人クラブ連合会 同　左

二丈町老人クラブ連合会前原市老人クラブ連合会

新市との一体性を保つため、合併時に統
合できるように調整に努める。

新市との一体性を保つため、合併時に統
合できるように調整に努める。

志摩町民生委員児童委員協議会

同  左

同　左

二丈町人権擁護委員会 志摩町人権擁護委員会

同  左

二丈町民生委員児童委員協議会

糸島保護区保護司会志摩支部

同　左

同　左

糸島傷痍軍人会 同　左

同　左

前原市遺族会

前原市母子寡婦福祉会 志摩町母子寡婦福祉会

前原市手をつなぐ親の会

糸島地区手をつなぐ親の会

前原市身体障害者福祉協会

志摩町保育園連盟

二丈町遺族会 志摩町遺族会

前原市傷痍軍人会 二丈町傷痍軍人会

志摩町身体障害者福祉協会

同　左

糸島地区遺族連合会

糸島地区母子寡婦福祉会

同　左

同　左

同　左

志摩町老人クラブ連合会

同　左

二丈町母子寡婦福祉会

調整内容

協定項目

第 17 号

前　原　市

福祉課　　波多江　隆昭

二丈町手をつなぐ親の会 志摩町手をつなぐ親の会

同　左

同　左

同　左

糸　島　１　市　２　町　課　題　調　整　案
健康福祉
（福祉）

公共的団体等については、新市の速やかな一体性を確立するため、それぞれの実状を尊重しながら、そのあり方について調整に努める。
１　各市町共通の団体について
（１）新市との一体性を保つため、合併時に統合できるように調整する。
（２）国・県の指導等に基づき設置された団体については、関係機関の助言・指導等をもとに、そのあり方について協議する。
（３）統合に時間を要する団体については、将来の統合に向け検討が進められるよう調整する。
２　各市町独自の団体について
　　原則として、現行のとおりとする。

公共的団体等の取扱い（福祉）
専門部会
（分科会）

分科会長・担当者
前原市　波多江　隆昭

二　丈　町 志　摩　町

健康福祉課　　満生　治幸 健康福祉課　　岡本　　修

志　　　摩　　　町　　　の　　　現　　　状前　　　原　　　市　　　の　　　現　　　状

同　左

調整の具体的内容

【1市2町類似のもの】【1市2町類似のもの】 【1市2町類似のもの】

糸島地区身体障害者福祉協会連合会

二　　　丈　　　町　　　の　　　現　　　状

二丈町身体障害者福祉協会

同　左

前原市民生委員児童委員協議会

福岡人権擁護委員協議会糸島ブロック

糸島保護区保護司会前原支部

糸島保護区保護司会

前原市保育協会

糸島地区精神障害者家族会

前原市人権擁護委員会

糸島保護区保護司会二丈支部



 

健康福祉課　　岡本　修

糸島食品衛生協会

前原市食生活改善推進会

前原市献血推進協議会

同  左

二丈町食生活改善推進会

二丈町献血推進協議会

志　　　摩　　　町　　　の　　　現　　　状 調整の具体的内容

調整内容

協定項目 分科会長・担当者
志摩町　久保　秀明

前　原　市 二　丈　町 志　摩　町

健康づくり課　　瀬戸　澄男 健康福祉課　　満生　治幸第 17 号
公共的団体等の取扱い（保健衛生）

専門部会
（分科会）

すでに一体化されている団体である。
（調整の必要なし）

同  左

糸　島　１　市　２　町　課　題　調　整　案
健康福祉
（国保健康）

公共的団体等については、新市の速やかな一体性を確立するため、それぞれの実状を尊重しながら、そのあり方について調整に努める。
１　各市町共通の団体について
（１）新市との一体性を保つため、合併時に統合できるように調整する。
（２）国・県の指導等に基づき設置された団体については、関係機関の助言・指導等をもとに、そのあり方について協議する。
（３）統合に時間を要する団体については、将来の統合に向け検討が進められるよう調整する。
２　各市町独自の団体について
　　原則として、現行のとおりとする。

前　　　原　　　市　　　の　　　現　　　状 二　　　丈　　　町　　　の　　　現　　　状

株式会社リフレッシュ二丈
・二丈町82％出資
・ＪＡ糸島12.4％出資
・福岡銀行5.6％出資

志摩町献血推進協議会

志摩町ニコニコ健康クラブ

健康ふれあい施設きららの湯の管理運
営を主な業務とし、現行のとおり新市
に引き継ぐ。

新市との一体性を保つため、合併時に
統合できるように調整に努める。

新市との一体性を保つため、合併時に
統合できるように調整に努める。



平成１８年４月１日付けで、前原市、
二丈町を含めた福岡西部２市２町の森
林組合が広域合併したことから、調整
の必要はない。

協定項目

第 17 号
公共的団体等の取扱い（森林組合）

【名称】
　福岡広域森林組合
【組織】
　総代　　２００人
　任期　　平成１８年７月から平成２１年７月まで
　
　理事　　  １０人
　監事　　　  ３人
　任期　　平成１８年７月から平成２１年７月まで
　
　森林組合職員　本所１７人　支所　２人

【前原支所】
　森林組合職員　１人

【名称】
　　　　　　　同   左
【組織】
　

　　　　　　　同   左

【二丈支所】
　森林組合職員　１人（臨時職員）

公共的団体等については、新市の速やかな一体性を確立するため、それぞれの実状を尊重しながら、そのあり方について調整に努める。
１　各市町共通の団体について
 （１）新市との一体性を保つため、合併時に統合できるように調整する。
 （２）国・県の指導等に基づき設置された団体については、関係機関の助言・指導等をもとに、そのあり方について協議する。
 （３）統合に時間を要する団体については、将来の統合に向け検討が進められるよう調整する。
２　各市町独自の団体について
　　原則として、現行のとおりとする。

前　　　原　　　市　　　の　　　現　　　状 二　　　丈　　　町　　　の　　　現　　　状

調整内容

糸　島　１　市　２　町　課　題　調　整　案
専門部会
（分科会）

分科会長・担当者
前原市　波多江 隆春

産業建設
（農林）

　
　該当なし

前　原　市 二　丈　町 志　摩　町

志　　　摩　　　町　　　の　　　現　　　状 調整の具体的内容

土木課長　　坂本　一男産業振興課　　重　正善農林水産課　　波多江　隆春



調整内容

協定項目

第 17 号
公共的団体等の取扱い（土地改良区）

【名称】
　前原市土地改良区
【組織】
　総代　　５０人
　任期　　平成18年4月13日から平成22年4月12日まで

　理事　　１７人
　監事　　　３人
　任期　　平成16年4月29日から平成20年4月28日まで

　土地改良区職員　５人

【名称】
　二丈町土地改良区
【組織】
　総代　　４１人
　任期　　平成17年3月7日から平成21年3月6日まで

　理事　　１１人
　監事　　　３人
　任期　　平成17年4月1日から平成21年3月31日まで

　土地改良区職員　１人　（任期２年）
　任期　　平成19年4月1日から平成21年3月31日まで

【名称】
　志摩町土地改良区
【組織】
　総代　　４２人
　任期　　平成17年4月1日から平成21年3月31日まで

　理事　　１０人
　監事　　　３人
　任期　　平成19年6月1日から平成23年5月31日まで

　土地改良区職員　　無 （町へ事務委託）

産業建設
（農林）

公共的団体等については、新市の速やかな一体性を確立するため、それぞれの実状を尊重しながら、そのあり方について調整に努める。
１　各市町共通の団体について
　（１）新市との一体性を保つため、合併時に統合できるように調整する。
　（２）国・県の指導等に基づき設置された団体については、関係機関の助言・指導等をもとに、そのあり方について協議する。
　（３）統合に時間を要する団体については、将来の統合に向け検討が進められるよう調整する。
２　各市町独自の団体について
　　原則として、現行のとおりとする。

各市町共通の団体であるが、組織運営
及び各種土地改良事業等において相違
があり、将来の統合に向け検討が進め
られるよう調整に努める。

前　　　原　　　市　　　の　　　現　　　状 二　　　丈　　　町　　　の　　　現　　　状 志　　　摩　　　町　　　の　　　現　　　状 調整の具体的内容

農林水産課　　波多江　隆春 産業振興課　　重　正善 土木課長　　坂本　一男

糸　島　１　市　２　町　課　題　調　整　案
専門部会
（分科会）

分科会長・担当者
前原市　波多江 隆春

前　原　市 二　丈　町 志　摩　町



筑前福岡農業共済組合

　同   左

　同   左

調整の具体的内容

すでに一体化されている団体で調整の
必要はない。

すでに一体化されている団体で調整の
必要はない。

すでに一体化されている団体で調整の
必要はない。

前　　　原　　　市　　　の　　　現　　　状 二　　　丈　　　町　　　の　　　現　　　状 志　　　摩　　　町　　　の　　　現　　　状

ふくおか県酪農業協同組合

産業振興課　　西　重兼

専門部会
（分科会）

分科会長・担当者
前原市  三苫 幸雄

糸島農業協同組合

調整内容

協定項目

第 17 号
公共的団体等の取扱い（農政）

　同   左　同   左

　同   左

　同   左

産業振興課　　重　正善

糸　島　１　市　２　町　課　題　調　整　案
産業建設
（農政）

公共的団体等については、新市の速やかな一体性を確立するため、それぞれの実状を尊重しながら、そのあり方について調整に努める。
１　各市町共通の団体について
　（１）新市との一体性を保つため、合併時に統合できるように調整する。
　（２）国・県の指導等に基づき設置された団体については、関係機関の助言・指導等をもとに、そのあり方について協議する。
　（３）統合に時間を要する団体については、将来の統合に向け検討が進められるよう調整する。
２　各市町独自の団体について
　　原則として、現行のとおりとする。

二　丈　町 志　摩　町

農業委員会　　富岡　隆治

前　原　市



船舶の保管、管理等を主な業務とする
志摩町独自の団体であり、現行のとお
り新市に引き継ぐ。

平成１７年４月１日付けで、福吉、船
越漁協を含めた糸島漁協の合併一本化
が図れたことから、調整の必要はな
い。

具体的な調整内容

糸　島　１　市　２　町　課　題　調　整　案
産業建設
（水産）

公共的団体等については、新市の速やかな一体性を確立するため、それぞれの実状を尊重しながら、そのあり方について調整に努める。
１　各市町共通の団体について
　（１）新市との一体性を保つため、合併時に統合できるように調整する。
　（２）国・県の指導等に基づき設置された団体については、関係機関の助言・指導等をもとに、そのあり方について協議する。
　（３）統合に時間を要する団体については、将来の統合に向け検討が進められるよう調整する。
２　各市町独自の団体について
　　原則として、現行のとおりとする。

前　　　原　　　市　　　の　　　現　　　状

協定項目

第 17 号

二　　　丈　　　町　　　の　　　現　　　状 志　　　摩　　　町　　　の　　　現　　　状

調整内容

二　丈　町 志　摩　町

農林水産課　波多江隆春 産業振興課　重　　正善 産業振興課　西　　重兼
公共的団体等の取扱い（水産）

専門部会
（分科会）

分科会長・担当者
志摩町　西　重兼

前　原　市

株式会社　志摩海洋センター
・志摩町５1％出資

同左
・本所（岐志新町）
・野北支所
・芥屋支所
・姫島支所
・船越支所

糸島漁業協同組合
・加布里支所

同左
・深江支所
・福吉支所



  ・志摩町観光協会

すでに一体化されている団体であり、
調整の必要はない。

　・糸島地区シルバー人材センター　・糸島地区シルバー人材センター

産業振興課　　重　正善 産業振興課　　西　重兼

糸島地区の商工業の振興を推進するた
めに組織の一体性の確立が必要であ
り、福岡県商工会連合会の助言指導等
をもとに、新市において調整する。

糸島地区の観光の振興を推進するため
に組織の一体性の確立が必要であり、
将来の統合に向け検討が進められるよ
う調整に努める。

  ・前原市観光協会

専門部会
（分科会）

前　　　原　　　市　　　の　　　現　　　状 二　　　丈　　　町　　　の　　　現　　　状

調整内容

協定項目

第 17 号
公共的団体等の取扱い（商工観光）

　・二丈町商工会
　　（商工協同組合）
　

  ・二丈町観光協会

前　原　市

志　　　摩　　　町　　　の　　　現　　　状

二　丈　町 志　摩　町

商工観光課　　井上　日出海

　・前原市商工会
　 （商工協同組合）
　

　・志摩町商工会
　　（商工協同組合）
　

前原市だけの団体であり、原則とし
て、現行のとおりとする。
ただし、公社存続について現在検討し
ており、平成19年度中にその方向性を
示すことにしている。

　・糸島地区シルバー人材センター

　・(財）前原市管理公社

【設置目的】
　中小企業従事者の福祉に関する事業を総合的に行い雇用
の安定を図る。
　市の公共施設の管理などについて委託を受け、運営を効
果的に行うとともに、地域住民の生活の向上、福祉増進に
寄与する。
　
【事業内容】
　(1)中小企業の従事者の福祉を増進し、中小企業の労働力
の確
　　 保及び雇用の安定に資する事業
　(2)前原市から委託を受けた公共施設の整備及び管理運営
に関
     する事業
　(3)住民の文化、教養及び福祉の向上に関する事業
　(4)その他公社の目的を達成するために必要な事業

【構成】
　嘱託職員5人、嘱託員3人、臨時職員3人

糸　島　１　市　２　町　課　題　調　整　案
産業建設
（商工観光）

公共的団体等については、新市の速やかな一体性を確立するため、それぞれの実状を尊重しながら、そのあり方について調整に努める。
１　各市町共通の団体について
　（１）新市との一体性を保つため、合併時に統合できるように調整する。
　（２）国・県の指導等に基づき設置された団体については、関係機関の助言・指導等をもとに、そのあり方について協議する。
　（３）統合に時間を要する団体については、将来の統合に向け検討が進められるよう調整する。
２　各市町独自の団体について
　　原則として、現行のとおりとする。

調整の具体的内容

分科会長・担当者
前原市　井上　日出海



都市計画課　　高﨑　喜久男

糸　島　１　市　２　町　課　題　調　整　案
専門部会
（分科会）

分科会長・担当者
前原市 井上 日出海

前　原　市 二　丈　町 志　摩　町

土地開発公社
　なし

産業建設
（商工観光）

公共的団体等については、新市の速やかな一体性を確立するため、それぞれの実状を尊重しながら、そのあり方について調整に努める。
１　各市町共通の団体について
　（１）新市との一体性を保つため、合併時に統合できるように調整する。
　（２）国・県の指導等に基づき設置された団体については、関係機関の助言・指導等をもとに、そのあり方について協議する。
　（３）統合に時間を要する団体については、将来の統合に向け検討が進められるよう調整する。
２　各市町独自の団体について
　　原則として、現行のとおりとする。

前原市だけにある団体であるが、企業
誘致の受け皿となる団地整備及び公共
用地等の先行取得のためには必要であ
り、新市に引き継ぐ。

前　　　原　　　市　　　の　　　現　　　状 二　　　丈　　　町　　　の　　　現　　　状 志　　　摩　　　町　　　の　　　現　　　状 調　整　の　具　体　的　内　容

企業立地課　　柴田　潔 企画調整課　　谷口　俊弘

調整内容

協定項目

第 17 号
公共的団体等の取扱い（土地開発公社）

前原市土地開発公社
【目的】
　公共用地、公用地等の取得、管理処分等を行うことによ
り、地域の秩序ある整備と住民福祉の増進に寄与すること
を目的とする。
【役員】
　理事長　　１人
　副理事長　１人
　理事　　　５人
　監事　　　２人　　（平成19年度現在）
【役員の任期】
　平成19年4月1日から平成21年3月31日まで
【経営状況】（平成18年度）
　資産　666,671,478円
　負債　622,186,334円
　資本　　3,000,000円
【業務の範囲】
　土地の取得、造成その他管理及び処分
【19年度予算】
　収益的支出     5,010千円
　資本的支出   597,112千円

二丈町土地開発公社
　平成17年1月解散



糸　島　１　市　２　町　課　題　調　整　案
文化教育
（社会教育）

公共的団体等については、新市の速やかな一体性を確立するため、それぞれの実状を尊重しながら、そのあり方について調整に努める。
１　各市町共通の団体について
（１）新市との一体性を保つため、合併時に統合できるように調整する。
（２）国・県の指導等に基づき設置された団体については、関係機関の助言・指導等をもとに、そのあり方について協議する。
（３）統合に時間を要する団体については、将来の統合に向け検討が進められるよう調整する。
２　各市町独自の団体について
　　原則として、現行のとおりとする。

二　丈　町 志　摩　町

生涯学習課　　宗　哲夫

専門部会
（分科会）

分科会長・担当者
前原市　宗　哲夫

前　原　市

調整内容

教育課　　松崎　治幸

１市２町類似のもの
１　１市２町で構成する団体
　・福岡県青少年健全育成県民会議糸島地区会
　・糸島区小中学校ＰＴＡ連絡協議会
　・糸島区小学校ＰＴＡ連合会
　・糸島地区子ども会育成会連絡協議会
　・糸島地区子ども会指導者の会

１　１市２町で構成する団体
　・同   左

１　１市２町で構成する団体
　・同   左

新市の速やかな一体性を確保するため、
それぞれの実状を尊重しながら、新市の
組織に移行するよう調整する。

２　町単位で構成する団体
　・志摩町ＰＴＡ連絡協議会
　
　・志摩町子ども会育成会連絡協議会
　・志摩町青少年育成町民会議
　・志摩町体育協会
　・志摩町スポーツ少年団

新市との一体性を保つため、できる限り
合併時に統合・再編・廃止するよう調整
する。

協定項目

第 17 号
公共的団体等の取扱い(社会教育）

具体的な調整内容前　　　原　　　市　　　の　　　現　　　状 二　　　丈　　　町　　　の　　　現　　　状 志　　　摩　　　町　　　の　　　現　　　状

社会教育課　　相田　茂喜

　・糸島地区体育協会 　・同   左 　・同   左 １市２町体育協会・糸島郡体育協会と速
やかに新市体育協会に統合するよう調整
する。

―

３　郡単位で構成する団体
　・糸島郡体育協会

３　郡単位で構成する団体
　・同左

１市２町体育協会・糸島地区体育協会と
速やかに新市体育協会に統合するよう調
整する。

２　市単位で構成する団体
　・前原市ＰＴＡ連絡協議会
　・前原市青年団
　・前原市子ども会育成会連絡協議会
　・前原市青少年育成市民会議
　・前原市体育協会
　・前原市スポーツ少年団

２　町単位で構成する団体
　・二丈町ＰＴＡ連絡協議会
　
　・二丈町子ども会育成会連絡協議会
　・二丈町青少年育成町民会議
　・二丈町体育協会
　・二丈町スポーツ少年団 （町体育協会の傘下）

　・前原市と同じ 県の委託事業で設置された団体であるた
め、そのあり方について協議していく。

　・糸島地区社会教育振興協議会（以下の組織で構成）
　　　糸島地区社会教育委員連絡協議会
　　　糸島地区体育指導委員協議会
　　　糸島地区視聴覚ライブラリー
　　　糸島地区体育協会
　・糸島地区ボランティア派遣事業運営委員会
　

　・同   左 　・同   左 新市の教育委員会の業務に速やかに移行
する。

　・糸島地区高齢者はつらつ活動拠点事業実行委員会
―



 

●町人権・同和教育研究会

糸　島　１　市　２　町　課　題　調　整　案
文化教育

（人権・同和教育）

公共的団体等については、新市の速やかな一体性を確立するため、それぞれの実状を尊重しながら、そのあり方について調整に努める。
１　各市町共通の団体について
　（１）新市との一体性を保つため、合併時に統合できるように調整する。
　（２）国・県の指導等に基づき設置された団体については、関係機関の助言・指導等をもとに、そのあり方について協議する。
　（３）統合に時間を要する団体については、将来の統合に向け検討が進められるよう調整する。
２　各市町独自の団体について
　　原則として、現行のとおりとする。

二　丈　町 志　摩　町

生涯学習課　　竹原　一三 教育課　　松崎　治幸 社会教育課　　相田　茂喜

分科会長・担当者
二丈町　松崎　治幸

前　原　市

調整内容

前　　　原　　　市　　　の　　　現　　　状 二　　　丈　　　町　　　の　　　現　　　状

●糸島地区人権・同和教育推進協議会

●市人権・同和教育研究会

協定項目

第 17 号
公共的団体等の取扱い（人権・同和教育）

専門部会
（分科会）

志　　　摩　　　町　　　の　　　現　　　状 調整の具体的内容

１市２町で設立した団体のため、廃止
して、新市で人権・同和教育推進協議
会を設置する。

(理由）
新市での人権・同和問題をはじめとす
る啓発の拠点となるため。

新市との一体性を保つため、合併時に
統合できるように調整する。

（理由）
人権・同和問題をはじめとする自主的
研究実践・啓発推進団体であるため。

●糸島地区人権・同和教育推進協議会

●町人権・同和教育研究会

●糸島地区人権・同和教育推進協議会



糸　島　１　市　２　町　課　題　調　整　案　
協定項目

公共的団体等の取扱い（文化）
専門部会
（分科会）

文化教育
（文化）

分科会長・担当者
前原市　久保　静代

前　原　市 二　丈　町 志　摩　町

第 17 号 文化課　　久保　静代 教育課　　松﨑　治幸 社会教育課　　相田　茂喜

１市２町類似のもの
（１）前原市文化協会

１市２町類似のもの
（１）二丈町文化協会

１市２町類似のもの
（１）志摩町文化協会

合併時に統合できるよう調整する。

調整内容

公共的団体等については、新市の速やかな一体性を確立するため、それぞれの実状を尊重しながら、そのあり方について調整に努める。
１　各市町共通の団体について
（１）新市との一体性を保つため、合併時に統合できるように調整する。
（２）国・県の指導等に基づき設置された団体については、関係機関の助言・指導等をもとに、そのあり方について協議する。
（３）統合に時間を要する団体については、将来の統合に向け検討が進められるよう調整する。
２　各市町独自の団体について
　　原則として、現行のとおりとする。

前　　　原　　　市　　　の　　　現　　　状 二　　　丈　　　町　　　の　　　現　　　状 志　　　摩　　　町　　　の　　　現　　　状 調整の具体的内容



協議第１６号 
 
 

協定項目１９「町・字名の取扱い」について 
 
 
 このことについて、次のとおり提出する。 
 
１ 字の区域は、現行のとおりとする。 
２ 字の名称の表示は、次のとおりとする。 
（１）前原市については、「大字」の表記を削除した名称とする。 
（２）二丈町については、旧自治体名から「町」を削除した名称を付し、「大

字」の表記を削除した名称とする。 
（３）志摩町については、旧自治体名から「町」を削除した名称を付し、「大

字」の表記を削除した名称とする。 
 
  平成２０年２月２１日 
 
                      糸島１市２町合併協議会 
                      会長  松 本 嶺 男 



志　摩　町

総務課　井上　真唆範 総務課　吉田　秀利 企画課　扇　清人

　合　計　　大字名　２２

　　　　油比、新田、前原、荻浦、大浦、東、神在、岩本

志　　摩　　町　　の　　現　　状 調整の具体的内容

大字名　稲留、吉田、井田原、松隈、馬場、津和崎、初

　　　　師吉、小金丸、桜井、野北、小富士、御床

前　　原　　市　　の　　現　　状

１　字の区域は、現行のとおりとする。
２　字の名称の表示は、次のとおりとする。
 (１) 前原市については、「大字」の表記を削除
      した 名称とする。
 (２) 二丈町については、旧自治体名から「町」
      を削除した名称を付し、「大字」の表記を削
      除した名称とする。
 (３) 志摩町については、旧自治体名から「町」
      を削除した名称を付し、「大字」の表記を削
      除した名称とする。

【例】
・前原市大字高田→○○市高田
・糸島郡二丈町大字石崎→○○市二丈石崎
・糸島郡志摩町大字稲留→○○市志摩稲留

糸　島　１　市　２　町　課　題　調　整　案

１　字の区域は、現行のとおりとする。
２　字の名称の表示は、次のとおりとする。
 (１) 前原市については、「大字」の表記を削除した名称とする。
 (２) 二丈町については、旧自治体名から「町」を削除した名称を付し、「大字」の表記を削除した名称とする。
 (３) 志摩町については、旧自治体名から「町」を削除した名称を付し、「大字」の表記を削除した名称とする。

大字名　石崎、一貴山、片山、上深江、鹿家、武、田中

二　　丈　　町　　の　　現　　状

大字名　高田、池田、板持、志登、潤、波多江、浦志、泊

協定項目 行財政
（総務）

調整内容

第 19 号
町・字名の取扱い

　　　　千早新田、加布里、白糸、川付、長野、飯原、本

　　　　波多江駅南一丁目・二丁目、板持一丁目・二丁目

　　　　瀬戸、雷山、高上、山北、三坂、香力、八島

　　　　蔵持、有田、富、多久、篠原、瑞梅寺、井原

　　　　三雲、曽根、井田、高来寺、大門、高祖、末永

　　　　前原北一丁目～四丁目、前原東一丁目～三丁目

　　　　前原南一丁目～二丁目、前原駅南一丁目～三丁目

町　名　美咲が丘一丁目～四丁目、南風台一丁目～八丁目

　　　　篠原西一丁目～三丁目、篠原東一丁目～三丁目

　　　　西堂、王丸、川原

　合　計　　大字名　４７、　町名　６０

　　　　高田一丁目～五丁目

　　　　前原中央一丁目～三丁目、前原西一丁目～五丁目

　　　　潤一丁目～四丁目、波多江駅北一丁目～四丁目

　　　　有田中央一丁目・二丁目、浦志一丁目～三丁目

参考（平成１９年３月末）

　合　計　　大字名　１６ 　　　　芥屋、姫島、稲葉

人　口　　１７，８３４人

世帯数　　　５，７７５世帯

参考（平成１９年３月末）

人　口　　６８，７２７人

世帯数　　２４，２９２世帯

参考（平成１９年３月末）

人　口　　１３，５９４人

世帯数　　　４，５８１世帯

分科会長・担当者

志摩町　古川　光規

専門部会
（分科会）

前　原　市

　　　　満吉、吉井 　　　　東貝塚、西貝塚、久家、船越、新町、岐志

　　　　長石、浜窪、波呂、深江、福井、松末、松国

二　丈　町



協議第１７号 
 
 

協定項目２３「都市計画の取扱い」について 
 
 
 このことについて、次のとおり提出する。 
 
１ 都市計画マスタープランについては、新市において新計画を策定する。 
なお、新計画が策定されるまでの間は、現計画を新市に引き継ぎ運用する。 

２ 都市計画決定された各種計画については、新市に引き継ぐ。 
３ 都市計画事務及び事業については、新市基本計画等に基づき計画的に実施

し、継続事業については、新市において引き続き実施する。 
なお、個々の事務事業については、次の区分により調整する。 

（１）現行のとおり新市に引き継ぐもの 
（２）合併時までに調整するもの 
（３）新市において調整するもの 
 
  平成２０年２月２１日 
 
                      糸島１市２町合併協議会 
                      会長  松 本 嶺 男 



都市計画の取扱い（計画策定事務）
協定項目

第23号

志　摩　町

都市計画課　仲田　定美 都市整備課　吉村　靖博 都市計画課  高崎　喜久男

専門部会
（分科会）

分科会長・担当者
志摩町　高崎喜久男

前　原　市

調整内容

具体的な調整内容

・新市において新計画を策定する。
　なお、新計画を策定するまでの間
　は、現計画を新市に引き継ぎ運用
　する。

・現行のとおり新市に引き継ぐ。
　なお、線引き制度は、土地利用計画
　及び都市計画に関する最も重要な制
　度であるが、二丈町は非線引き（未
　導入）であり、統一した土地利用計
　画及び都市計画を行うため新市にお
　いて調整を図る。

・現行のとおり新市に引き継ぐ。

二　丈　町

前　　　原　　　市　　　の　　　現　　　状 二　　　丈　　　町　　　の　　　現　　　状 志　　　摩　　　町　　　の　　　現　　　状

糸　島　1　市　2　町　課　題　調　整　案

〔1〕都市計画マスタープラン
【目的】
　本市の20年後のまちづくりを進めるための指針
【概要】
　計画目標年度　平成32年度
　計画人口　  92,000人
  基本理念
　人にやさしく、活気あふれる美しい田園・文化都市
  まちづくりの基本方針
　1、ゆとりある、歩いて生活できる居住のまちづくり
　2、多様な世代・市民に対応したバランスのとれたまち
     づくり
　3、日常生活をはじめ産業などを支える都市基盤が確立
     したまちづくり
　4、歴史と文化の薫る魅力あふれる交流のまちづくり
　5、農業を大事にし、環境にやさしく、豊かな自然を生
     かすまちづくり
  計画策定日　　平成14年5月22日

〔2〕都市計画区域及び線引き
　行政区域　　　　　  　　    10,450ha
　都市計画区域　　　  　 　  　6,931ha
  当初決定日　　　    昭和45年12月28日
  都市計画区域外　　   　　　  3,519ha
　市街化区域　　　   　 　　　　 758ha
　市街化調整区域 　  　 　　　 6,173ha
　計画決定日　　　   　昭和58年7月15日
＊都市計画基礎調査実施年度　平成19年度
＊都市計画図最終修正　平成15年3月　デジタル方式

〔3〕用途地域
　第1種低層住居専用地域　 　   214.0ha
　第1種中高層住居専用地域       58.0ha
　第1種住居地域　　　　　    　377.0ha
　第2種住居地域　　　　　    　　6.5ha
　準住居地域　　　　　　    　 　6.1ha
　近隣商業地域　　　　　　   　 10.0ha
　商業地域　　　　　　　　   　 27.0ha
　準工業地域　　　　　　　    　59.0ha
　合　　　計　　　　　　 　    758.0ha
　当初決定日　　       昭和47年11月1日

〔1〕都市計画マスタープラン
【目的】
  本町の20年後のまちづくりを進めるための指針
【概要】
　計画目標年度　平成33年度
　計画人口　  17,000人(中間年次平成23年度）
　将来都市像
　健康で安全・安心な暮らしができる快適環境のまち
　まちづくりの基本方針
　1、水と緑の豊かなまちをつくる
　2、健康で、快適な生活ができるまちをつくる
　3、いきいき交流するまちをつくる
　4、人にやさしいまちをつくる
　5、みんなが参加してまちをつくる
　計画策定日　　平成14年4月30日

〔2〕都市計画区域及び線引き
　行政区域　　　   　　  　　  5,707ha
  都市計画区域　　 　　   　 　3,405ha
  当初計画決定日　　 　 昭和61年4月1日
　都市計画区域外　 　　    　  2,302ha
　市街化区域　　　　　　　   　 非線引
　市街化調整区　　　  　　   　 非線引
＊都市計画基礎調査実施年度  平成18年度
＊都市計画図最終修正　平成14年2月　ラスター方式
　

〔3〕用途地域
　第1種低層住居専用地域 　 　  15.0ha
　第2種低層住居専用地域　   　 54.0ha
　第1種住居地域　　　　 　  　102.0ha
　準住居地域　　　　　 　  　　 5.0ha
　近隣商業地域　　　　 　  　　 3.9ha
　商業地域　　　　　　　  　 　 3.1ha
　準工業地域　　　　　 　  　　16.0ha
　合　　　計　  　　　　   　 199.0ha
　当初決定日　       　昭和61年4月1日

〔1〕都市計画マスタープラン
【目的】
　本町の20年後のまちづくりを進めるための指針
【概要】
　計画目標年度　平成32年度
　計画人口　　18,000人(中間年次平成22年度）
　基本理念
　田園風景につつまれた環境共生と快適居住のまち志摩
　まちづくりの基本方針
　1、環境と調和した多自然居住のまちづくり
　2、農漁業と都市生活とが調和したまちづくり
　3、環境レクリェーション・芸術文化のまちづくり
　4、研究学園と生涯学習のまちづくり
　計画策定日　　平成10年12月28日

〔2〕都市計画区域及び線引き
　行政区域　　  　　　    　　   5,454ha
　都市計画区域　　    　　　　 　5,385ha
　当初決定年月日　      　昭和62年4月1日
　都市計画区域外　　　　　　        69ha
　市街化区域　　　　　　　　     　169ha
　市街化調整区域　　　　　     　5,216ha
　計画決定日　　　　      平成14年2月1日
　＊都市計画基礎調査実施年度　 平成19年度
　＊都市計画図最終修正　平成14年2月　ラスター方式

〔3〕用途地域
　第1種低層住居専用地域　         28.0ha
　第2種低層住居専用地域　         56.0ha
　第1種中高層住居専用区域         30.0ha
  第1種住居地域　　　　　　       55.0ha
　合　　　計　    　　　　     　169.0ha
　当初決定日　　          昭和62年4月1日

産業建設
（都市計画）

１　都市計画マスタープランについては、新市において新計画を策定する。
  　なお、新計画が策定されるまでの間は、現計画を新市に引き継ぎ運用する。
２　都市計画決定された各種計画については、新市に引き継ぐ。
３　都市計画事務及び事業については、新市基本計画等に基づき計画的に実施し、継続事業については、新市において引き続き実施する。
 　 なお、個々の事務事業については、次の区分により調整する。
（１）現行のとおり新市に引き継ぐもの
（２）合併時までに調整するもの
（３）新市において調整するもの



都市計画の取扱い（計画策定事務）
協定項目

第23号

志　摩　町

都市計画課　仲田　定美 都市整備課　吉村　靖博 都市計画課  高崎　喜久男

専門部会
（分科会）

分科会長・担当者
志摩町　高崎喜久男

前　原　市

調整内容

具体的な調整内容

二　丈　町

前　　　原　　　市　　　の　　　現　　　状 二　　　丈　　　町　　　の　　　現　　　状 志　　　摩　　　町　　　の　　　現　　　状

糸　島　1　市　2　町　課　題　調　整　案
産業建設
（都市計画）

１　都市計画マスタープランについては、新市において新計画を策定する。
  　なお、新計画が策定されるまでの間は、現計画を新市に引き継ぎ運用する。
２　都市計画決定された各種計画については、新市に引き継ぐ。
３　都市計画事務及び事業については、新市基本計画等に基づき計画的に実施し、継続事業については、新市において引き続き実施する。
 　 なお、個々の事務事業については、次の区分により調整する。
（１）現行のとおり新市に引き継ぐもの
（２）合併時までに調整するもの
（３）新市において調整するもの

〔4〕地区計画
【概要】
  1、市街化区域内（用途地域）の1地区で指定
　・名切地区　　　　　　　     　5.4ha
　  当初決定日　　平成14年2月1日
　2、市街化調整区域の12地区で指定
　・芥屋地区を含む11地区    　 203.2ha
　  当初決定日　　平成14年2月1日
  ・津和崎才町地区　　　　　 　　8.6ha
　　当初決定日　　平成18年11月2日
  合計　217.2ha

〔5〕準防火地域
　該当なし

〔6〕土地区画整理事業
　該当なし

〔7〕都市計画道路
【概要】
　5路線　　総延長　　6,990ｍ
　整備済延長　　　 　1,310ｍ(率　18.7％)
　当初決定日　　昭和62年4月1日

〔8〕都市計画公園
【概要】
　2箇所　　総面積　 　17,064㎡
　当初決定日　  平成9年9月16日

・現行のとおり新市に引き継ぐ。

・現行のとおり新市に引き継ぐ。

・現行のとおり新市に引き継ぐ。

・現行のとおり新市に引き継ぐ。
　なお、一部の路線については、現在
　の各市町の区域界を越えて計画が必
　要な路線があり、新市において調整
　する。

・現行のとおり新市に引き継ぐ。

〔4〕地区計画
【概要】
  1、市街化区域内（用途地域）の2地区で指定
　・南風台地区地区計画　　　　　20.3ha
　　当初決定日  　平成7年10月1日
　・美咲が丘地区地区計画　　　 　7.1ha
　　当初決定日　  平成7年10月1日
　2、市街化調整区域の２地区で指定
　・泊カツラギ地区地区計画　　　24.5ha
　　当初決定日　　平成18年5月9日
　・前原IC南地区地区計画　　　  36.4ha
　　当初決定日　　平成18年12月22日
　合計　　　88.3ha

〔5〕準防火地域
【概要】
　準住居地域、近隣商業地域及び商業地域の43.1ha
　当初決定日　昭和47年11月1日

〔6〕土地区画整理事業
【概要】
　1、南風台地区　　   　50.6ha
　　　　計画戸数　　　1,380戸
  　当初決定日　昭和60年12月5日
　2、美咲が丘地区　　   31.3ha
　　　　計画戸数　　　　760戸
　　当初決定日　平成3年12月20日

〔7〕都市計画道路
【概要】
　28路線　総延長　   47,070ｍ
　整備済延長　　　　 16,509ｍ（率　35％）
　当初決定日　昭和27年1月22日

〔8〕都市計画公園
【概要】
  12箇所　　 総面積　　　29,000㎡
　当初決定日　昭和54年8月10日

〔4〕地区計画
【概要】
  1、用途地域内の1地区で指定
  ・福吉駅南地区計画　　　　1.1ha
    当初決定日　平成8年2月1日

〔5〕準防火地域
【概要】
　商業地域及び近隣商業地域の7.0ha
　当初決定日　　昭和61年4月1日

〔6〕土地区画整理事業
　該当なし

〔7〕都市計画道路
【概要】
　9路線　　総延長　  　23,630ｍ
　整備済延長　          2,948ｍ（率　12.5％）
　当初決定日　 　昭和61年4月1日

〔8〕都市計画公園
【概要】
　6箇所　　　総面積　　  64,664㎡
　当初決定日 　昭和61年4月1日



都市計画の取扱い（計画策定事務）
協定項目

第23号

志　摩　町

都市計画課　仲田　定美 都市整備課　吉村　靖博 都市計画課  高崎　喜久男

専門部会
（分科会）

分科会長・担当者
志摩町　高崎喜久男

前　原　市

調整内容

具体的な調整内容

二　丈　町

前　　　原　　　市　　　の　　　現　　　状 二　　　丈　　　町　　　の　　　現　　　状 志　　　摩　　　町　　　の　　　現　　　状

糸　島　1　市　2　町　課　題　調　整　案
産業建設
（都市計画）

１　都市計画マスタープランについては、新市において新計画を策定する。
  　なお、新計画が策定されるまでの間は、現計画を新市に引き継ぎ運用する。
２　都市計画決定された各種計画については、新市に引き継ぐ。
３　都市計画事務及び事業については、新市基本計画等に基づき計画的に実施し、継続事業については、新市において引き続き実施する。
 　 なお、個々の事務事業については、次の区分により調整する。
（１）現行のとおり新市に引き継ぐもの
（２）合併時までに調整するもの
（３）新市において調整するもの

〔9〕公共下水道
【概要】
  名称　　前原終末処理場
　面積　　約60,020㎡
　備考　　計画処理面積　　　約　1,110ha
　　　　  計画処理人口　 　 約67,000人
　　　　　日最大処理水量　　約36,000㎥/日
　当初決定日　　昭和57年11月29日

〔10〕都市計画駐車場
【概要】
　前原自転車駐車場　面積　630㎡（収容台数670台）
　当初決定日  　昭和60年9月26日

〔11〕その他の都市施設
【概要】
　名称　　し尿処理施設　筑泉荘
　面積　　約12,800㎡
　備考　　処理能力　　163kℓ/日
　当初決定日　　平成4年2月17日

〔9〕公共下水道（都市下水路）
【概要】
　施設　  排水区域面積　31ha
　当初決定日　　平成4年10月8日

〔10〕都市計画駐車場
【概要】
　施設　面積　425.4㎡（収容台数237台）
　当初決定日　 　昭和61年12月12日

〔11〕その他の都市施設
【概要】
　名称　　　　火葬場（糸島斎場）
　面積　　　　29,000㎡
　火葬炉数　　5基
　当初決定日　　平成10年6月15日

〔9〕公共下水道
【概要】
　放流渠　 約70m
　処理施設
　　名称　 黒磯浄化センター
　　面積　 約4,800㎡
　計画人口 約6,600人
　計画処理能力水量　約700㎥/日
　当初決定日　　平成4年2月15日

〔10〕都市計画駐車場
　該当なし

〔11〕その他の都市施設
【概要】
　名称　　　　ごみ処理場（糸島クリーンセンター）
　面積　　　　90,000㎡
　処理能力　　200ｔ／日
　当初決定日　　平成9年3月12日

・現行のとおり新市に引き継ぐ。

・現行のとおり新市に引き継ぐ。

・現行のとおり新市に引き継ぐ。



〔1〕開発行為等に関する指導要綱
【目的】
  調和のとれた土地利用と秩序ある都市形成を図るため、
  開発行為及び一定規模以上の建築行為について、一定基
  準を定め事業者の積極的な協力を求めて適切な指導と規
  制を行い、健康で文化的な都市生活及び機能的な都市活
  動と公共の福祉の増進を期することを目的とする。

【適用範囲】
  １．開発行為で、その規模が1,000㎡以上のもの
  ２．開発行為又は建築行為で自己の居住用以外の2戸以
      上の住宅
  ３．建築行為で、その敷地の規模が1,000㎡以上のもの
     (自己の居住の用に供する住宅を除く。)

【事務手順】
  １．申請者によって関係各課協議を行う。
　２．申請者が市に事前協議書を提出する。
　３．申請者と市において協定を締結する。
　４．工事着手届を提出する。
　５．工事完了届を提出する。
　６．完了検査
　７．検査済証の発行

〔1〕開発指導要綱
【目的】
　二丈町内で住宅地造成などの事業を行う者に対し、公共
  施設等の整備に関し合理的かつ適正な施工と応分の負担
  を求め、住宅地造成区域内外の環境を保全するととも
　に、調和のとれた秩序ある町域の開発をして、町の健全
　な発展に資する。

【適用範囲】
　１．開発区域の面積が1,000㎡以上の開発事業
　２．自己用の居住用以外の建築物で建設戸数が５戸以上
      の開発事業
　３．工場等は１棟以上の開発事業
　４．その他町長が必要と認める開発事業
　

　

【事務手順】
  １．申請者から開発事前協議書を都市整備課に提出
　　　する。
  ２．町の関係課による開発指導委員会で協議を行う。
  ３．町から申請者へ回答書を交付する。
  ４．回答書に基づき申請者と協議する。
  ５．協議が整い次第、開発申請書を都市整備課に提出す
　　　る。
  ６．「開発事業に関する協定書」を事業者と町で結ぶ。
  ７．工事施工
  ８．町による公共施設の検査

〔1〕環境保全条例
【目的】
　自然環境の保全の基本となる事項及び住みよい町づくり
  を推進するための土地開発の基準等を定め、もって現在
  及び将来の町民の健康で文化的な生活の確保に努めるこ
  とを目的とする。

【適用範囲】
　１．都市計画法第４条第１２項に規定する行為で面積が､
      1,000㎡以上のもの
　２．１に該当する行為で、土地の形状変更を伴わない自
      己の居住用に供する住宅は除く。
　３．開発行為又は建築行為で、分譲を目的とする開発面
      積が1,000㎡未満であっても、隣接して行う開発が一
      体的なもので、その面積を合わせて1,000㎡以上とな
      る場合のもの
　４．農地の形状変更で3,000㎡を超え、かつ、切盛差が1.
      0m以上のもの
　５．土地の埋立て、土砂の採取等で面積が1,000㎡以上
      のもの。ただし、他の法令等による許認可を受けた
      ものを除く。
　６．土地の形状変更を伴わない住宅以外の建築行為で、
      建築面積が500㎡以上のもの。
　７．その他町長がこの条例の適用を必要と認めた開発行
      為

【事務手順】
  １．開発協議書(地元行政区長及び水利組合の承諾書等添
      付)を都市計画課に提出する。
  ２．志摩町環境保全審議会又は土地開発審査会に諮る。
  ３．町の関係課との協議を行う。
  ４．「土地開発事業に関する協定書」を事業者と町で結
      ぶと共に開発行為等の同意書を交付する。
  ５．宅地造成以外の開発行為を行う事業者は、協定書の
      取り交わしと同時に造成工事見積額の5％を開発保証
      金として町に納付する。
  ６．工事施工
  ７．町による公共施設等の検査
　８．完了検査及び検査済証の交付

・合併時までに調整し、条例を制定する。

調整内容

１　都市計画マスタープランについては、新市において新計画を策定する。
  　なお、新計画が策定されるまでの間は、現計画を新市に引き継ぎ運用する。
２　都市計画決定された各種計画については、新市に引き継ぐ。
３　都市計画事務及び事業については、新市基本計画等に基づき計画的に実施し、継続事業については、新市において引き続き実施する。
 　 なお、個々の事務事業については、次の区分により調整する。
（１）現行のとおり新市に引き継ぐもの
（２）合併時までに調整するもの
（３）新市において調整するもの

前　　　原　　　市　　　の　　　現　　　状 二　　　丈　　　町　　　の　　　現　　　状 志　　　摩　　　町　　　の　　　現　　　状 具体的な調整内容

前　原　市 二　丈　町 志　摩　町

第23号 都市計画課　仲田　定美 都市整備課　吉村　靖博 都市計画課  高崎　喜久男

糸　島　１　市　２　町　課　題　調　整　案
協定項目

都市計画の取扱い（開発行為の指導事務）
専門部会
（分科会）

産業建設
（都市計画）

分科会長・担当者
志摩町　高崎喜久男



調整内容

１　都市計画マスタープランについては、新市において新計画を策定する。
  　なお、新計画が策定されるまでの間は、現計画を新市に引き継ぎ運用する。
２　都市計画決定された各種計画については、新市に引き継ぐ。
３　都市計画事務及び事業については、新市基本計画等に基づき計画的に実施し、継続事業については、新市において引き続き実施する。
 　 なお、個々の事務事業については、次の区分により調整する。
（１）現行のとおり新市に引き継ぐもの
（２）合併時までに調整するもの
（３）新市において調整するもの

前　　　原　　　市　　　の　　　現　　　状 二　　　丈　　　町　　　の　　　現　　　状 志　　　摩　　　町　　　の　　　現　　　状 具体的な調整内容

前　原　市 二　丈　町 志　摩　町

第23号 都市計画課　仲田　定美 都市整備課　吉村　靖博 都市計画課  高崎　喜久男

糸　島　１　市　２　町　課　題　調　整　案
協定項目

都市計画の取扱い（開発行為の指導事務）
専門部会
（分科会）

産業建設
（都市計画）

分科会長・担当者
志摩町　高崎喜久男

【開発負担金】
　６戸以上の共同住宅、６区画以上の分譲宅地に適用され
　る。
　算出方法：（計画戸数－5戸）×10万円

　施行日　　昭和61年9月1日

【その他】
　・都市計画法による開発許可申請(市街化区域内1,000㎡
　　以上及び市街化調整区域における開発行為)
　・都市計画区域外は、10,000㎡以上の開発は許可を要す
　　る。

〔2〕中高層建築物の指導要綱
【目的】
　中高層建築物の建築主等に対する指導の基準を定めるこ
　とにより、建築に伴う紛争を未然に防止することを目的
　とする。
【適用範囲】
　高さが10mを超える建築物を建築する場合に該当する。
【事務手順】
　１．建築主は工事に入る前に周辺住民等にその計画につ
　　　いて説明を行わなければならない。
　２．説明を行った後、その説明内容を示した報告書を市
　　　に提出する。
　施行日　　平成2年8月1日

〔3〕カラオケボックス及びゲームセンターの設置に関する
　　 指導要綱
【目的】
　カラオケボックス及びゲームセンターの設置事業者に対
　して適切な指導を行い協力を求め、青少年の健全な育成
　と市民の良好な生活環境を保持することを目的とする。
　【事務手順】
　１．建築協議（内容審査）を行う。
　２．近隣住民に対し説明した内容を示した報告書を市に
　　  提出する。
　３．市はその報告書の内容について近隣住民に確認す
　　　る。
　施行日　　平成5年2月1日

【開発負担金】
　１．宅地造成の場合　金額　１区画当たり　10万円
　　　（納付時期　工事完了届提出前）
　２．集合住宅の場合　金額　１戸当たり　　10万円
　　　（納付時期　建築確認済証の交付の日）

　施行日　　平成2年12月25日

【その他】
　・都市計画法による開発許可申請（都市計画区域内
　　3,000㎡以上）
　・同左

　該当なし

　該当なし

【開発負担金】
　なし

　施行日　  平成5年6月29日

【その他】
　・都市計画法による開発許可申請(市街化区域内1,000㎡
　　以上及び市街化調整区域における開発行為)
　・同左
　

　該当なし

　

　該当なし

・合併時までに、廃止の方向で調整す
　る。

・合併時までに、前原市の例により調
　整する。

・合併時までに、前原市の例により調
　整する。



土地区画整理事業
　【目的】
  ・公共施設(道路､公園等)の整備改善
  ・宅地の利用増進
  ・土地の区画形質の変更

　【内容】
  整備が必要とされる地区において､その一定の区域内で
  土地所有者等から､所有する土地の面積や位置などに応
  じて土地の一部提供(減歩)を受け､これを道路･公園など
  の公共施設用地等に当て､整備することによって残りの
  土地(宅地)の利用価値を高め､健全な市街地の形成を図
  る事業

　【事業実施地区】
  １．荻浦土地区画整理事業(美咲が丘)
    ・面積　　　約31.3ha
　　・計画人口　2,550人
　　・計画戸数　760戸
　　・施行期間　平成12年3月31日
　　・事業主体　荻浦土地区画整理組合

  ２．前原土地区画整理事業(南風台)
　　・面積　　  約50.6ha
  　・計画人口　5,000人
　　・計画戸数　1,380戸
　　・施行期間　平成17年3月31日
　　・事業主体　都市基盤整備公団

　【計画調査地区】
　１．前原西地区(H9,H11)…大字前原
　　・平成9年度　 A調査実施
　　・平成11年度　B1調査実施

　２．前原東地区(H11,H13)…大字篠原､大字浦志
　　・平成11年度　A調査実施
　　・平成12年度　新駅可能性調査実施
　　・平成13年度　B1調査実施
　　・平成14年度　まちづくり関連調査実施
　　・平成16年度　B2調査実施

　該当なし 　該当なし ・現行のとおり新市に引き継ぐ。

調整内容

１　都市計画マスタープランについては、新市において新計画を策定する。
  　なお、新計画が策定されるまでの間は、現計画を新市に引き継ぎ運用する。
２　都市計画決定された各種計画については、新市に引き継ぐ。
３　都市計画事務及び事業については、新市基本計画等に基づき計画的に実施し、継続事業については、新市において引き続き実施する。
 　 なお、個々の事務事業については、次の区分により調整する。
（１）現行のとおり新市に引き継ぐもの
（２）合併時までに調整するもの
（３）新市において調整するもの

前　　　原　　　市　　　の　　　現　　　状 二　　　丈　　　町　　　の　　　現　　　状 志　　　摩　　　町　　　の　　　現　　　状 具体的な調整内容

前　原　市 二　丈　町 志　摩　町

第23号 都市計画課　仲田　定美 都市整備課　吉村　靖博 都市計画課  高崎　喜久男

糸　島　１　市　２　町　課　題　調　整　案
協定項目

都市計画の取扱い（土地区画整理）
専門部会
（分科会）

産業建設
（都市計画）

分科会長・担当者
志摩町　高崎喜久男



建築行為等に係る道路後退用地購入

【内容】
  建築基準法に基づき、第４２条第２項（４ｍ未満）道路
　の、道路後退用地（セットバック部分）については、申
　し出による寄付行為である。

建築行為等に係る道路後退用地購入
【目的】
  建築主、土地所有者等及び町民の理解と協力のもとに、
  建築行為等に係る道路後退用地の整備を行うことによ
  り、生活環境の向上を図り、もって安全で住み良い町
  づくりを行う。

【内容】
  都市計画区域内で建物を建てるときは、幅４ｍ以上の
  道路に、その敷地が２ｍ以上接続していなければなら
　ない。
  ４ｍ未満の道路に２ｍ以上接続し、県が建築可能であ
  ると認めた場合、道路の中心から２ｍの線を道路の境
  界とみなし、境界線までさがって建築物を建てること
  になる。(セットバック)
  このさがった部分の土地を町が購入し、道路として整
　備する。

【事務手順】
  １．土地所有者より、境界協議申請書を提出
　２．土地家屋調査士に境界復元を依頼
　３．関係者により境界立会
　４．土地家屋調査士により地籍測量図の作成
　５．土地売買契約及び物件移転補償契約の締結
　６．土地家屋調査士により分筆登記
　７．町により所有権移転登記
　８．登記完了、物件撤去後に契約金の支払い
　９．町道に接している場合、舗装整備

【買取等代金】
　１．土地買取代金
　　　用途地域内　宅地　１０,０００円／㎡
　　　用途地域外　宅地　　８,０００円／㎡
    ※宅地以外　　寄付

  ２．物件移転補償費
   　 県用地対策連絡会の算出基準に基づき算定
 

　３．実績
     　　　　　　 用地  　　　　物件移転
　　平成１５年度　２０件　　　　１１件
　　平成１６年度　２５件　　　　２２件
　　平成１７年度　　８件　　　　　５件
　　平成１８年度　　７件　　　　　７件

建築行為に係る道路後退用地購入
【目的】
　同　左

【内容】
　同　左

【事務手順】
　同　左

【買取等代金】
　１．土地買取代金
　　　市街化区域内　　　　１０，０００円/㎡
　　　市街化調整区域　　　　８，０００円/㎡

　２．物件移転補償費
　　　平成１７年度まで県用地対策連絡会の算出基準
　　　に基づき算定　限度額　６０万円/１件当たり
      平成１８年度から廃止、物件補償なし

　３．実績
              　　　　用地　　 　物件移転
　　　平成１５年度　　１２件 　　  ６件
　　　平成１６年度　　  ４件　 　  ４件
　　　平成１７年度　　１０件　　　 ４件
　　　平成１８年度　　  ９件　　 　０件

　 新市において、市全域の均衡を保つよう
に現制度の趣旨、経緯及び実績を踏まえ、
合併後最初の議会で（仮称）「狭あい道路
の整備に関する条例」を制定する。
 　なお、条例が制定されるまでの間は、１市
２町の現制度を新市に引き継ぐ。

調整内容

１　都市計画マスタープランについては、新市において新計画を策定する。
  　なお、新計画が策定されるまでの間は、現計画を新市に引き継ぎ運用する。
２　都市計画決定された各種計画については、新市に引き継ぐ。
３　都市計画事務及び事業については、新市基本計画等に基づき計画的に実施し、継続事業については、新市において引き続き実施する。
 　 なお、個々の事務事業については、次の区分により調整する。
（１）現行のとおり新市に引き継ぐもの
（２）合併時までに調整するもの
（３）新市において調整するもの

前　　　原　　　市　　　の　　　現　　　状 二　　　丈　　　町　　　の　　　現　　　状 志　　　摩　　　町　　　の　　　現　　　状 具体的な調整内容

前　原　市 二　丈　町 志　摩　町

第23号 都市計画課　仲田　定美 都市整備課　吉村　靖博 都市計画課  高崎　喜久男

糸　島　１　市　２　町　課　題　調　整　案
協定項目

都市計画の取扱い（道路後退用地整備）
専門部会
（分科会）

産業建設
（都市計画）

分科会長・担当者
志摩町　高崎喜久男



協議第１８号 
 
 

協定項目２４「給食の取扱い」について 
 
 
 このことについて、次のとおり提出する。 
 
１ 小学校の給食については、自校方式とし、運営方法については、民間委託

を推進する。 
２ 中学校の給食については、当分の間現行のとおり実施し、運営方法につい

ては、民間委託とする。 
 
  平成２０年２月２１日 
 
                      糸島１市２町合併協議会 
                      会長  松 本 嶺 男 
 



 

【学校給食】
（１）完全給食　  小学校９校　中学校３校
　　　  週５回実施
　

（２）調理方式
　　　　自校直営方式　小学校９校　中学校１校
　　　　自校委託方式　中学校２校

（３）給食費徴収方式
　　　　口座振替　　　小学校６校　中学校２校
　　　　行政区で集金　小学校３校　中学校１校
　
　　　　①小学校　月額3,700円／人×11月(完全給食)
　　　　②中学校　月額4,400円／人×11月(完全給食)
　

（４）給食実施場所
　　　　教室、食堂

（５）物資購入方法
　　　　各学校において、市内業者及び学校給食会等から購入

（６）献立作成
　　　　糸島地区学校給食会で基準献立表作成後に、その
　　　　基準献立表に基づき各学校において決定

（７）給食調理員
　　　　小学校２０人　中学校３人（市職員）
　

（８）給食調理員研修会
　　　　夏季休業中等に実施

（９）その他
        平成20年4月～東中は民間委託へ移行（契約済）
　　　  平成22年4月～小学校給食を順次民間委託予定
　

志　　　摩　　　町　　　の　　　現　　　状

【学校給食】
（１）完全給食　　小学校３校　中学校２校
　　　  週５回実施
　

（２）調理方式
　　　　自校委託方式　小学校３校
　　　　民営委託方式　中学校２校

（３）給食費徴収方式
　　　　口座振替　　　小学校２校　中学校２校
　　　　行政区で集金　小学校１校

　　　　①小学校　月額3,700円／人×11月（完全給食）
　　　　②中学校　月額4,300円／人×11月（完全給食）

（４）給食実施場所
　　　　教室

（５）物資購入方法
　　　　各学校において、町内業者及び学校給食会等から購
　　　　入

（６）献立作成
　　　　糸島地区学校給食会で基準献立表作成後に、その
　　　　基準献立表に基づき各学校において決定

（７）　給食調理員
　　　　　     ０人（町職員）

【学校給食】
（１）完全給食　小学校４校 中学校１校 中学校分校１校
　　　  週５回実施

（２）調理方式
　　　　自校直営方式　小学校４校　中学校分校１校
　　　　自校委託方式　中学校１校

（３）給食費徴収方式
　　　　口座振替　　　小学校２校　中学校１校
　　　　　　　　　　　中学校分校１校
　　　　行政区で集金　小学校２校
　　　　①小学校　月額3,700円／人×11月(完全給食)
　　　　②中学校　月額4,400円／人×11月(完全給食)
　

（４）給食実施場所
　　　　教室、食堂

（５）物資購入方法
　　　　各学校において、町内業者及び学校給食会等から
　　　　購入

（６）献立作成
　　　　糸島地区学校給食会で基準献立表作成後に、その
　　　　基準献立表に基づき各学校において決定

（７）給食調理員
　　　　小学校９人（町職員）

（８）給食調理員研修会
　　　　夏季休業中等に実施

（９）その他
　　　　20年4月～引津小、桜野小の給食を民間委託へ移行
　　　　（契約済）
　　　　21年4月～可也小、姫島小、志摩中姫島分校の給食
　　　　を民間委託予定

糸　島　１　市　２　町　課　題　調　整　案
文化教育
（学務）

給食の取扱い
専門部会
（分科会）

分科会長・担当者
前原市　山口　文二

　小学校の給食については、自校方式と
し、運営方法については、民間委託を推進
する。
　中学校の給食については、当分の間現行
のとおり実施し、運営方法については民間
委託とする。

【理由】
　小学校の給食については、１市２町とも給
食を行っているので、新市においても給食
を実施する。
　中学校の給食については、１市２町とも給
食を行っているので、新市においても給食
を実施する。

教育課　　松崎　治幸

調整の具体的内容前　　　原　　　市　　　の　　　現　　　状 二　　　丈　　　町　　　の　　　現　　　状

二　丈　町 志　摩　町

調整内容
１　小学校の給食については、自校方式とし、運営方法については、民間委託を推進する。
２　中学校の給食については、当分の間現行のとおり実施し、運営方法については、民間委託とする。

学校教育課　　相田　博文

前　原　市

　　学校教育課　山口　文二

協定項目
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